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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益は潜在株式がないため、また第75期中は１株当たり中間純損

失であるため記載しておりません。 

３ 従業員数欄の（外数）は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

４ 純資産額の算定にあたり、第76期中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第74期中 第75期中 第76期中 第74期 第75期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (千円) 13,110,125 15,560,591 16,492,209 29,504,953 32,945,195

経常利益 (千円) 113,068 312,804 495,784 583,272 746,638

中間（当期）純利益 
（△損失）

(千円) 51,562 △144,673 379,059 446,744 462,205

純資産額 (千円) 17,865,443 18,795,864 22,106,494 18,603,578 21,707,316

総資産額 (千円) 42,924,035 46,640,781 49,352,302 46,856,099 48,690,367

１株当たり純資産額 (円) 395.22 415.88 420.80 411.03 422.75

１株当たり中間（当期） 
純利益（△損失）

(円) 1.14 △ 3.20 7.39 9.31 9.30

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
（当期）純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 41.6 40.3 43.7 39.7 44.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 528,846 △1,211,669 660,108 639,788 △1,657,041

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △517,882 △687,521 △1,103,355 △1,028,530 △1,589,362

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △474,206 1,828,915 331,482 550,148 3,160,293

現金及び現金同等物の 
中間期末（期末）残高

(千円) 2,136,050 2,690,424 2,562,824 2,760,699 2,674,589

従業員数 (名)
745
(209)

779
(259)

770
(256)

726
(242)

766
(259)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数欄の（外数）は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

３ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益」は、中間連結財務諸表を作成しているために記載を省略しております。 

４ 純資産額の算定にあたり、第76期中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。 

  

回次 第74期中 第75期中 第76期中 第74期 第75期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (千円) 12,706,500 15,191,774 16,102,599 28,628,674 32,239,077

経常利益 (千円) 39,259 195,225 372,553 328,250 575,370

中間（当期）純利益 (千円) 17,112 66,663 278,887 309,911 647,762

資本金 (千円) 2,658,569 2,658,569 3,658,569 2,658,569 3,658,569

発行済株式総数 (千株) 45,291 45,291 51,377 45,291 51,377

純資産額 (千円) 14,151,903 15,167,243 17,867,754 14,783,986 18,066,180

総資産額 (千円) 36,729,533 43,285,363 47,366,235 40,520,482 45,954,244

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 2.50 3.00

自己資本比率 (％) 38.5 35.0 37.7 36.5 39.3

従業員数 (名)
561
(63)

552
(67)

542
(74)

555
(72)

543
(68)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社(日本コンクリート工業株式会社)及び当社の関係会

社)が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動は３「関係会社の

状況」のとおりであります。 

  

３ 【関係会社の状況】 

平成18年8月１日をもって、㈱工基（連結子会社）と㈱ニッコー（連結子会社）は、㈱工基（連結子会

社）を存続会社として合併しました。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当中間連結会計期間において、労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

製品事業
674

（ 181）

工事事業
50

（   74）

全社
46

（  1）

合計
770

（ 256）

従業員数(名)
542
（74）



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間のわが国経済は、設備投資の着実な増加や企業収益の向上に加え、雇用環境の改

善により個人消費も底堅い動きで推移する等、景気は緩やかに上昇を続けました。 

 当社グループの経営環境は、ポール需要が通信線路用ポールを中心に引き続き堅調に推移するととも

に、パイル需要も高支持力杭の増加により、前年同期を上回る水準で推移しました。一方、土木製品需

要については、公共投資の縮小が続き依然厳しい状況にありました。 

 このような経営環境の下、当社グループは本年4月に策定した「2006年中期経営計画」（以下「2006

中経」といいます。）に基づき、「ポール関連事業」「基礎事業」「土木製品事業」の3分野におい

て、市場のニーズを捉えた製品・工法開発を推進するとともに、生産体制、営業および施工体制強化の

ための諸施策を引き続き実施いたしました。 

 これらの結果、売上高は前中間連結会計期間比（以下「前年同期比」といいます。）６．０％増の１

６４億９千２百万円となりました。 

 また、損益面においては、原材料価格の高止まりや物流コストの上昇等による影響は受けたものの、

グループを挙げて経営効率化に取り組み、コスト削減を図った結果、営業利益は前年同期比１８．３％

増の４億４千９百万円となり、経常利益は前年同期比５８．５％増の４億９千５百万円となりました。

なお、遊休資産９千４百万円を減損処理し特別損失として計上いたしましたが、中間純利益は前年同期

比大幅増の３億７千９百万円(前中間連結会計期間は中間純損失１億４千４百万円)となりました。 

  

 事業セグメント別概況は次のとおりであります。  

 ①．製品事業  

 当中間連結会計期間の製品事業全体の売上高は、前年同期比１１億４千５百万円増(９．８％増)の１ 

２８億１千３百万円となり、営業利益は、前年同期比３千７百万円増（４．２％増)の９億２千１百万 

円となりました。  

 

 製品別の売上高の状況は、次のとおりであります。  

 ［ポール製品］  

 ポール製品は、配電線路用ポールが前年同期比微減となりましたが、通信線路用ポールの需要が引き 

続き堅調に推移したことに加え、携帯電話用アンテナ柱等の一般民需向けポールが増加したことによ  

り、売上高は、前年同期比３．８％増の４７億７百万円となりました。  

  

［パイル製品］  

 パイル製品については、高支持力杭の需要増に対応して、Hyper(ハイパー)－NAKS(ナックス)、Hyper 

(ハイパー)－MEGA(メガ)、Ｈ・Ｂ・Ｍの国土交通大臣認定３工法を中心に、設計織り込み営業を強力に 

推進した結果、売上高は、前年同期比１３．５％増の６０億５百万円となりました。 

  



 ［土木製品等］ 

 土木製品については、大型プレキャスト製品を中心に継続した受注の獲得に努め、収益構造の強化を

目指しております。当中間連結会計期間は、ＲＣセグメントが増加したことにより、売上高は前年同期

比１３．８％増の２０億９千９百万円となりました。 

 

 ② 工事事業 

 工事事業については、地盤改良工事（ＮＣコラム工法）およびアース工事が増加しましたが、ＰＣ壁

体等の工事が減少したため、売上高は前年同期比５．５％減の３６億７千８百万円となり、一方営業利

益は、前年同期比４千５百万円増(４９．１％増)の１億３千７百万円となりました。 

 

 （注）売上高、その他の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、前

中間連結会計期間に比べて１億２千７百万円（４.７％）減少し、当中間連結会計期間末には２５億６

千２百万円となりました。 

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、前中間連結会計期間に比べて１８億７千１百万円増加し、６億６千

万円となりました。 

 これは主に税金等調整前中間純利益３億８千１百万円及び減価償却費５億７千４百万円の計上、たな

卸資産の減少３億８千万円等の資金増加要因が、売上債権の増加１２億８千５百万円等の資金減少要因

を上回ったことによります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、前中間連結会計期間に比べて４億１千５百万円増加し、１１億３百

万円となりました。 

 これは主に茨城県古河市に建設中の古河工場及び神奈川県鎌倉市に建設中の（仮称）鎌倉有料老人ホ

ーム等により、有形固定資産の取得による支出が１０億４千７百万円（前中間連結会計期間７億８千万

円）と増加したことによります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、前中間連結会計期間に比べて１４億９千７百万円減少し、３億３千

１百万円となりました。 

 これは主に前中間連結会計期間は、シンジケート・ローン等の長期借入れによる収入が３７億円、長

期借入金の返済による支出が１４億３千万円と、財務活動による資金の収入が支出を大きく上回ってお

りましたが、当中間連結会計期間は、長期借入れによる収入が１３億円、長期借入金の返済による支出

が９億９千４百万円と、財務活動による資金の収支の差が少なかったことによります。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 
  

 
(注) １ 金額は、製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当社グループにおいては、大部分が計画生産であり、受注生産は僅少であります。 

また、工事受注の大部分は、販売会社を通じて、製品の販売に付随して行われるため、受注残高は僅

少であります。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 
  

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

製品事業 9,241,871 102.2

工事事業 3,514,560 96.2

合計 12,756,431 100.5

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

製品事業 12,813,265 109.8

工事事業 3,678,943 94.5

合計 16,492,209 106.0

相手先

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

西日本日コン㈱ 2,782,120 17.9 4,123,610 25.0

東日本日コン㈱ 3,519,388 22.6 3,598,187 21.8

東京電力㈱ 2,364,525 15.2 2,284,785 13.9

全国情報通信資材㈱ 1,714,627 11.0 1,901,963 11.5



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)の事業上及び財務上の対処すべき課

題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループの研究開発活動は、経営理念に基づき、国際的視野に立ち快適で新しい都市空間づくり

により社会の発展に貢献することを使命としております。そのため技術開発部を中心として各分野毎に

技術開発テーマを選定し、外部組織とも共同して、各種コンクリート新製品・新技術の研究開発に取り

組んでおります。 

 

 (製品事業) 

(1)基礎研究分野 

 各種コンクリート製品に対応すべく、新素材・新材料の応用研究、リサイクル技術および高流動コン

クリートの実用化に取り組んでおります。 

(2)新製品開発分野 

 建設分野における人手不足、省人化等に対応すべく土木構築物のプレキャスト製品(親杭パネル壁、

モジュラーチ工法・ＲＣセグメント・ＮＪ軽量高欄・ＰＣ共同溝等)、地中送電線路用推進管ならびに

建築構造物の高流動コンクリート外殻プレキャスト柱、柱と杭の一体化基礎構法の開発に積極的に取り

組み、将来の製品群の一つとして育成に注力しております。また、山岳トンネルの覆工補強部材とし

て、高強度繊維補強コンクリート（ＵＦＣ）を使用した製品の用途開発、および地盤の振動遮断を目的

とした壁体部材の製品開発にも取り組んでおります。 

  既成コンクリート杭の分野では、高支持力杭工法に対応した高強度コンクリートによるＰＨＣ杭・Ｓ

Ｃ杭、耐震性を有する大径ＣＯＰＩＴＡ型ＰＲＣ杭を製品化してきましたが、更に、超高強度コンクリ

ート化（123Ｎ級）を進めております。 

 コンクリート柱については、照明・ネット等の支持物に使用されるハイポールを、現場施工の省力化

を目的にフランジ式継手に改良・開発し、既に実用化に至っております。また、配電線路用支線レス柱

の製品化を目指し開発中です。凍害、塩害等に強い高耐久性コンクリート柱についても開発中でありま

す。 

 

 (工事事業) 

 構造物基礎工法の多様化に対応すべくプレボーリング系の高支持力杭工法(ＨＢＭ工法)・中掘り系の

高支持力杭工法(Hyper-NAKS工法)に引き続き、更に高支持力の工法(Hyper-MEGA工法)の開発に取り組ん

でまいりましたが、当中間連結会計期間において、当該工法の国土交通大臣認定を取得いたしました。

掘削残土が比較的少ないこれらの工法は、施工地盤の特性に合わせて適用されます。現在、当社グルー

プへの、これらの工法の施工品質に関する施工技術指導に注力いたしております。 

 

  なお、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は８千万円であり、うち製品事業に関わる研究

開発費は６千４百万円、工事事業に係わる研究開発費は１千６百万円であります。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

当中間連結会計期間おいて、遊休資産を減損処理しております。 

  

 
(注) １ 帳簿価額「その他」は、工具器具及び備品であります。  

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 国内子会社 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画は下記のとおりでありま

す。 

 また、前連結会計年度において計画しておりました「古河工場」の計画が、下記のとおり変更になり

ました。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等の計画はありません。 

  

会社名
事業所名 

(所在地)

セグメント

の名称
設備の内容

帳簿価額(千円)

従業員数建物 

及び構築物

機械装置 

及び運搬具

土地 

(面積千㎡)
その他 合計

提出 

会社
川島工場  
（茨城県筑西市）

全社 遊休資産 40,384 52,793
－

905 94,083 ─
(－)

会社名
事業所名 

(所在地)

セグメント

の名称
設備の内容

投資予定額
資金調達 

方法
着手年月

完了予定 

年月

完成後の 

増加能力総額 

(千円)

既支払額 

(千円)

提出 

会社

和気工場 
（岡山県和気郡）

製品事業
コンクリートパイ

ル製造設備拡充
192,500 23,395

自己資金及

び借入金

平成18年 

8月

平成19年 

2月

月産 

1,600t増加

古河工場 
（茨城県古河市）

製品事業
コンクリートパイ

ル製造設備新設
2,150,000 376,024

自己資金及

び借入金

平成18年 

1月

平成19年 

3月

月産 

10,000t増加



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 180,000,000

計 180,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月15日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 51,377,432 51,377,432
東京証券取引所
市場第一部

―

計 51,377,432 51,377,432 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成18年９月30日 ― 51,377,432 ― 3,658,569 ― 1,458,463



(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
  

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 7,204 14.02

新日本製鐵株式會社 東京都千代田区大手町２丁目６番３号 6,140 11.95

太平洋セメント株式会社 東京都中央区明石町８番１号 3,634 7.07

日本電設工業株式会社 東京都台東区池之端１丁目２番23号 1,808 3.52

株式会社みずほコーポレート銀
行 
（常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１丁目３番３号
（東京都中央区晴海１丁目８番12号）

1,200 2.34

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,131 2.20

住友商事株式会社 東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,030 2.01

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 930 1.81

日コン取引先持株会 東京都港区港南１丁目８番27号 901 1.75

日コン従業員持株会 東京都港区港南１丁目８番27号 831 1.62

計 ― 24,811 48.29



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が10,000株(議決権10個)含ま

れております。 

２ 「単元未満株式」欄には、当社の所有する自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。

自己保有株式                    111株 

相互保有株式   北海道コンクリート工業㈱     468株 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式) 
普通株式    88,000

― ―

(相互保有株式) 
普通株式    45,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  51,041,000 51,041 ―

単元未満株式 普通株式   203,432 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数       51,377,432 ― ―

総株主の議決権 ― 51,041 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
日本コンクリート工業㈱

東京都港区港南 
１丁目８番27号

88,000 ― 88,000 0.17

(相互保有株式) 
北海道コンクリート工業
㈱

札幌市中央区北二条西 
２丁目40番地

30,000 ― 30,000 0.06

(相互保有株式) 
九州高圧コンクリート工
業㈱

福岡市中央区薬院 
１丁目13番８号

15,000 ― 15,000 0.03

計 ― 133,000 ― 133,000 0.26



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日から当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

月別
平成18年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 383 342 310 303 328 344

最低(円) 328 278 242 249 260 308



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間連結財務諸

表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間連

結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間財務諸表等規

則に基づいて作成しております。 

  

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年

９月30日まで)及び当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸

表並びに前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで)の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けて

おります。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 2,690,424 2,562,824 2,674,589

２ 受取手形及び売掛金
※４ 
※６

9,088,148 12,384,140 11,098,713

３ たな卸資産 4,468,333 4,001,501 4,381,511

４ 繰延税金資産 138,090 154,963 155,934

５ その他 ※４ 1,108,864 812,216 951,532

６ 貸倒引当金 △25,535 △40,867 △27,934

  流動資産合計 17,468,324 37.5 19,874,780 40.3 19,234,347 39.5

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※１

 (1) 建物及び構築物 ※２ 2,358,476 2,225,068 2,265,416

 (2) 機械装置及び 
   運搬具

※２ 3,034,588 2,987,491 3,118,770

 (3) 土地
※２ 
※５

13,859,855 13,859,293 13,859,228

 (4) その他 1,195,567 1,663,514 993,625

  有形固定資産合計 20,448,487 43.8 20,735,367 42.0 20,237,041 41.6

２ 無形固定資産

 (1) のれん ─ 42,314 ─

 (2) その他 73,466 78,828 74,317

  無形固定資産合計 73,466 0.2 121,143 0.2 74,317 0.1

３ 投資その他の資産

 (1) 投資有価証券 ※２ 7,875,928 7,892,943 8,404,210

 (2) その他 1,174,217 1,143,166 1,160,384

 (3) 貸倒引当金 △399,641 △415,098 △419,934

  投資その他の 
  資産合計

8,650,503 18.5 8,621,011 17.5 9,144,661 18.8

  固定資産合計 29,172,457 62.5 29,477,521 59.7 29,456,020 60.5

  資産合計 46,640,781 100.0 49,352,302 100.0 48,690,367 100.0



  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形及び買掛金 ※６ 5,016,227 6,109,699 5,942,541

２ 短期借入金
※２ 
※７

3,589,743 2,480,000 2,480,000

３ 一年内返済予定の 
  長期借入金

※２
※７

1,973,395 2,055,409 1,901,956

４ 未払法人税等 69,466 71,358 85,727

５ 賞与引当金 252,705 264,924 268,598

６ 役員賞与引当金 ─ 15,000 ─

７ 支給材等購入による 
  支払手形

762,147 ─ ─

８ 工事損失引当金 10,165 9,050 3,800

９ その他
※２ 
※６

2,727,462 3,105,270 2,361,459

  流動負債合計 14,401,312 30.9 14,110,712 28.6 13,044,084 26.8

Ⅱ 固定負債

１ 社債 ※２ 752,000 1,250,000 1,626,000

２ 長期借入金
※２
※７

5,866,243 5,588,575 5,436,758

３ 繰延税金負債 1,688,255 1,507,411 1,806,435

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債

※５ 3,239,847 3,239,766 3,239,766

５ 退職給付引当金 876,159 739,834 815,587

６ 連結調整勘定 128,040 ─ 123,527

７ 負ののれん ─ 156,450 ─

８ 持分法適用に 
  伴う負債

314,362 341,201 325,691

９ その他 73,466 311,854 68,959

  固定負債合計 12,938,374 27.7 13,135,095 26.6 13,442,726 27.6

  負債合計 27,339,686 58.6 27,245,807 55.2 26,486,811 54.4

(少数株主持分)

少数株主持分 505,230 1.1 ― ― 496,239 1.0

(資本の部)

Ⅰ 資本金 2,658,569 5.7 ― ― 3,658,569 7.5

Ⅱ 資本剰余金 458,463 1.0 ― ― 1,458,463 3.0

Ⅲ 利益剰余金 9,919,984 21.3 ― ― 10,526,982 21.6

Ⅳ 土地再評価差額金 ※５ 4,574,181 9.8 ― ― 4,574,063 9.4

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金

1,684,319 3.6 ― ― 2,016,359 4.1

Ⅵ 為替換算調整勘定 △478,600 △1.0 ― ― △503,671 △1.0

Ⅶ 自己株式 △21,053 △0.1 ― ― △23,450 △0.0

   資本合計 18,795,864 40.3 ― ― 21,707,316 44.6

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

46,640,781 100.0 ― ― 48,690,367 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 3,658,569 ―

 ２ 資本剰余金 ― 1,458,463 ―

 ３ 利益剰余金 ― 10,721,148 ―

 ４ 自己株式 ― △23,972 ―

   株主資本合計 ― ─ 15,814,208 32.0 ― ─

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― 1,705,528 ―

 ２ 土地再評価差額金 ※５ ― 4,574,063 ―

 ３ 為替換算調整勘定 ― △518,133 ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ─ 5,761,458 11.7 ― ─

Ⅲ 少数株主持分 ― ─ 530,828 1.1 ― ─

   純資産合計 ― ─ 22,106,494 44.8 ― ─

   負債純資産合計 ― ─ 49,352,302 100.0 ― ─



② 【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 15,560,591 100.0 16,492,209 100.0 32,945,195 100.0

Ⅱ 売上原価 13,639,510 87.7 14,505,683 88.0 28,928,058 87.8

売上総利益 1,921,081 12.3 1,986,526 12.0 4,017,136 12.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,540,829 9.9 1,536,757 9.3 3,133,412 9.5

営業利益 380,252 2.4 449,768 2.7 883,723 2.7

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 16,809 23,313 39,789

２ 受取配当金 46,793 52,502 50,703

３ 連結調整勘定償却額 12,536 ─ 25,072

４ 負ののれん償却額 ─ 58,175 ─

５ 賃貸料収入 14,219 32,152 33,427

６ 業務受託収入 11,249 13,051 23,205

７ その他 43,240 144,847 1.0 32,312 211,507 1.3 79,543 251,742 0.8

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 72,223 54,986 132,551

２ 持分法による 
  投資損失

18,453 10,430 18,935

３ 減価償却費 20,991 ─ 29,115

４ 退職給付会計基準 
  変更時差異処理額

22,968 22,968 45,936

５ 賃貸用中古資産 
  一括償却費

30,036 ─ 30,036

６ シンジケートローン 
  手数料

─ 30,250 ─

７ その他 47,621 212,295 1.4 46,857 165,491 1.0 132,252 388,826 1.2

経常利益 312,804 2.0 495,784 3.0 746,638 2.3

Ⅵ 特別利益

１ 固定資産売却益 ※２ 10,693 1,199 11,959

２ 貸倒引当金戻入益 ― 3,432 ─

３ 訴訟和解金 ─ ─ 224,717

４ 建物賃貸借予約 
  契約解約金

53,718 64,411 0.4 ─ 4,632 0.0 53,718 290,394 0.9

Ⅶ 特別損失

１ 役員退職慰労金 ─ 1,520 ─

２ 固定資産売却損 ※３ 1,873 327 10,743

３ 固定資産除却損 ※４ 48,233 20,943 175,533

４ 関係会社株式売却損 41,380 ─ 41,380

５ 投資有価証券評価損 ─ 1,825 ─

６ 減損損失 ※５ 385,231 476,718 3.0 94,083 118,700 0.7 383,442 611,098 1.9

税金等調整前 
中間(当期)純利益 
（△損失）

△99,502 △0.6 381,717 2.3 425,934 1.3

法人税、住民税 
及び事業税

58,749 63,823 86,707

法人税等調整額 △33,822 24,926 0.2 △110,655 △46,832 △0.3 △142,306 △55,598 △0.2

少数株主利益 20,244 0.1 49,490 0.3 19,327 0.1

中間(当期)純利益 
（△損失）

 △144,673 △0.9 379,059 2.3 462,205 1.4



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 458,463 458,463

Ⅱ 資本剰余金増加高

 １ 増資による新株式の発行 ─ 1,000,000 1,000,000

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高 458,463 1,458,463

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 10,148,940 10,148,940

Ⅱ 利益剰余金増加高

１ 当期純利益 ― 462,205

２ 土地再評価差額金取崩額 56,182 56,182 56,301 518,507

Ⅲ 利益剰余金減少高

１ 中間純損失 144,673 ─

２ 配当金 113,034 113,034

３ 役員賞与 27,430

285,138

27,430

140,464

（うち監査役賞与） (2,536) (2,536)

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高 9,919,984 10,526,982



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 3,658,569 1,458,463 10,526,982 △23,450 15,620,565

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △153,872 △153,872

 役員賞与 △31,021 △31,021

 中間純利益 379,059 379,059

 自己株式の取得 △522 △522

 株主資本以外の項目の中間連結 
  会計期間中の変動額(純額)

―

中間連結会計期間中の変動額 
合計(千円)

─ ─ 194,165 △522 193,643

平成18年９月30日残高(千円) 3,658,569 1,458,463 10,721,148 △23,972 15,814,208

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

為替換算調 

整勘定
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 2,016,359 4,574,063 △503,671 6,086,750 496,239 22,203,556

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △153,872

 役員賞与 △31,021

 中間純利益 379,059

 自己株式の取得 △522

 株主資本以外の項目の中間連結 
  会計期間中の変動額(純額)

△310,831 ─ △14,461 △325,292 34,588 △290,704

中間連結会計期間中の変動額 
合計(千円)

△310,831 ─ △14,461 △325,292 34,588 △97,061

平成18年９月30日残高(千円) 1,705,528 4,574,063 △518,133 5,761,458 530,828 22,106,494



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

１ 税金等調整前中間(当期)純利益 
  (△損失)

△  99,502 381,717 425,934

２ 減価償却費 592,914 574,955 1,265,353

３ 減損損失 385,231 94,083 383,442

４ 貸倒引当金の増加額 5,232 8,097 27,923

５ 賞与引当金の増加額(△減少額)  △    784 △   3,674 15,109

６ 工事損失引当金の増加額 
  (△減少額)

1,835 5,250 △   4,530

７ 退職給付引当金の減少額 △  58,910 △ 75,752 △   119,483

８ 受取利息及び受取配当金 △  63,602 △  75,815 △     90,493

９ 支払利息 72,223 54,986 132,551

10 持分法による投資損失 18,453 10,430 18,935

11 固定資産売却益 △  10,693 △ 1,199  △     11,959

12 固定資産除却損 48,233 20,943 175,533

13 投資有価証券評価損 ― 1,825 ─

14 売上債権の減少額(△増加額) 1,525,495 △ 1,285,427 △    485,069

15 たな卸資産の減少額(△増加額) △ 355,284 380,009 △    268,462

16 未収入金の減少額(△増加額) △ 270,784 164,234 ─

17 売上債権流動化預け金の 
  減少額(△増加額)

△ 287,895 31,225 ─

18 仕入債務の増加額(△減少額) △ 2,197,057 167,157 △ 2,841,256

19 未払金の増加額 372,425 63,762 ─

20 支給材等購入による 
  支払手形の減少額

△ 910,433 ─ ─

21 役員賞与の支払額 △  28,500 △   32,400 △     28,500

22 その他 118,090 222,134 △    123,109

   小計 △ 1,143,313 706,544 △  1,528,081

23 利息及び配当金の受取額 77,305 83,353 104,195

24 利息の支払額 △  74,371 △  56,947 △    134,421

25 法人税等の支払額 △  71,290 △  72,840  △     98,734

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

△ 1,211,669 660,108 △ 1,657,041



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１ 有形固定資産の取得による支出 △  780,818 △ 1,047,132 △ 1,548,431

２ 有形固定資産の売却による収入 31,227 1,399 41,164 

３ 無形固定資産の取得による支出 △  18,523 △  18,155 △   26,913

４ 投資有価証券の取得による支出 △    807 △  95 △    2,505

５ 投資有価証券の売却による収入 212,717 ─ 212,719

６ 営業譲受による支出 △  155,140 △  29,122 △    310,941

７ 貸付けによる支出 △   6,490 △  37,430 △   28,010

８ 貸付金の回収による収入 8,306 5,484 33,875

９ その他 22,008 21,694 39,679

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△  687,521 △ 1,103,355 △  1,589,362

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１ 短期借入金の純増減額 △  299,763 ─ △ 1,409,506

２ 長期借入れによる収入 3,700,000 1,300,000 4,700,000 

３ 長期借入金の 
  返済による支出

△ 1,430,741 △ 994,729 △ 2,931,665

４ 社債の発行による収入 ― ─ 2,972,336

５ 社債の償還による支出 △  26,000 △  76,000 △   52,000

６ 自己株式の取得による支出 △    859 △  516 △   3,242

７ 配当金の支払額 △  112,008 △    152,645 △  113,916

８ 少数株主への配当金の支払額 △   1,711 △    2,125 △   1,711

９ 建設協力金受入れによる収入 ― 257,500 ―

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

1,828,915 331,482 3,160,293 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
  (△減少額)

△  70,275 △  111,764 △    86,110

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,760,699 2,674,589 2,760,699 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 2,690,424 2,562,824 2,674,589 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事

項

(1) 連結子会社の数   10社

  連結子会社の名称

㈱工基、日混工業㈱、

㈱ニッコー、

ＮＣマネジメントサービス㈱、

西日本パイル製造㈱、

九州パイル製造㈱、

ＮＣロジスティックス㈱、

佐栄建工㈱

貝原パイル製造㈱、

ＮＣ四国コンクリート工業㈱

貝原パイル製造㈱及びＮ

Ｃ四国コンクリート工業㈱

は新規設立により子会社と

なったため、当中間連結会

計期間より連結の範囲に含

めております。

(1) 連結子会社の数   ９社

  連結子会社の名称

㈱工基、日混工業㈱、

ＮＣマネジメントサービス㈱、

西日本パイル製造㈱、

九州パイル製造㈱、

ＮＣロジスティックス㈱、

佐栄建工㈱、

貝原パイル製造㈱、

ＮＣ四国コンクリート工業㈱

平成18年8月1日をもっ

て、㈱工基と㈱ニッコー

は、㈱工基を存続会社とし

て合併しました。

(1) 連結子会社の数  10社

  連結子会社の名称

㈱工基、日混工業㈱、

㈱ニッコー、

ＮＣマネジメントサービス㈱、

西日本パイル製造㈱、

九州パイル製造㈱、

ＮＣロジスティックス㈱、

佐栄建工㈱

貝原パイル製造㈱、

ＮＣ四国コンクリート工業㈱

貝原パイル製造㈱及びＮ

Ｃ四国コンクリート工業㈱

は新規設立により子会社と

なったため、当連結会計年

度より連結の範囲に含めて

おります。

(2) 主要な非連結子会社の名称

ユニオン興産㈱

  連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれ

も小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、中間純

損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う

額)等は、いずれも中間連

結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためであり

ます。

(2) 主要な非連結子会社の名称

同左

  連結の範囲から除いた理由

同左

(2) 主要な非連結子会社の名称

同左

  連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれ

も小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、当期純

損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う

額)等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためでありま

す。

２ 持分法の適用に関する

事項

(1) 持分法を適用した関連会社数 

          ６社

  主要な会社の名称

  九州高圧コンクリート工業

  ㈱、中国高圧コンクリート

  工業㈱、北海道コンクリー

  ト工業㈱、THAI NIPPON

  CONCRETE CO.,LTD.

(1) 持分法を適用した関連会社数 

          ６社

  主要な会社の名称

同左

(1) 持分法を適用した関連会社数 

          ６社

  主要な会社の名称

同左

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち、

主要な会社等の名称

   ユニオン興産㈱

   日本海コンクリート工業㈱

  持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、そ

れぞれ中間連結純損益及び

利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外

しております。

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち、

主要な会社等の名称

同左

  持分法を適用しない理由

同左

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち、

主要な会社等の名称

同左

  持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、そ

れぞれ当期純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体として

も重要性がないため、持分

法の適用から除外しており

ます。



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(3) 持分法の適用の手続につい

て特に記載する必要がある

と認められる事項

 持分法適用会社のう

ち、中間決算日が異なる

会社については、当該会

社の中間会計期間に係る

中間財務諸表を使用して

おります。

(3) 持分法の適用の手続につい

て特に記載する必要がある

と認められる事項

同左

(3) 持分法の適用の手続につい

て特に記載する必要がある

と認められる事項

 持分法適用会社のう

ち、決算日が異なる会社

については、当該会社の

事業年度に係る財務諸表

を使用しております。

３ 連結子会社の中間決算

日(決算日)に関する事

項

 連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致しており

ます。

同左  連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。

４ 会計処理基準に関する

事項

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法

 ①有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

     中間決算日の市場価

格等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定)

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法

 ①有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

     中間決算日の市場価

格等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定)

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法

 ①有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

     決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価

は移動平均法により算

定)

   時価のないもの

    移動平均法による

    原価法

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左

 ②デリバティブ

時価法

 ②デリバティブ

同左

 ②デリバティブ

同左

 ③たな卸資産

  製品、原材料、仕掛品及び

貯蔵品

主として移動平均法によ

る原価法

  未成工事支出金

   個別法による原価法

 ③たな卸資産

製品、原材料、仕掛品及び

貯蔵品

同左

  未成工事支出金

同左

 ③たな卸資産

製品、原材料、仕掛品及び

貯蔵品

同左

  未成工事支出金

同左

  未成受託研究支出金 

 個別法による原価法

   未成受託研究支出金

同左

   未成受託研究支出金 

     同左

 

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法

 ①有形固定資産

   主として定率法

   但し、平成10年４月１日

以降取得した建物(附属設備

を除く)については定額法を

採用しております。

   なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

   建物及び 
   構築物

15年～50年

   機械装置 
   及び運搬具

５年～12年

 

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法

 ①有形固定資産

同左

 

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法

 ①有形固定資産

同左



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 ②無形固定資産

定額法

ソフトウェア(自社利用

分)については、社内にお

ける利用可能期間(５年)に

基づいております。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

 ②無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

同左

②無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

同左

 ②賞与引当金

   従業員の賞与の支給に充て

るため、支給見込額のうち

当中間連結会計期間負担額

を計上しております。

――――――

 ②賞与引当金

同左

 ③役員賞与引当金

   役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給

見込額のうち、当中間連結

会計期間負担額を計上して

おります。

  （会計方針の変更）

   当中間連結会計期間から

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会

計基準第４号）を適用して

おります。 

 この結果、従来の方法に

比べて、営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純

利益は15,000千円減少して

おります。 

 なお、セグメント情報に

与える影響は、当該箇所に

記載しております。

 ②賞与引当金

   従業員の賞与の支給に充て

るため、支給見込額のうち

当連結会計年度負担額を計

上しております。

――――――



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 ④退職給付引当金

   従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。

   なお、会計基準変更時差異

は、信 託 設 定 後 の 残 額

459,360千円について、10年

による均等額の２分の１を

費用処理しております。

   数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から損益処

理しております。

 ④退職給付引当金

同左

 ④退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当連結会計年度末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。

なお、会計基準変更時差

異は、信託設定後の残額 

459,360千円について、10年

による均等額を費用処理し

ております。

数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から損益処理

しております。

 ⑤工事損失引当金

   受注工事に係る損失に備え

るため、当中間連結会計期

間末未引渡工事のうち損失

の発生が見込まれ、かつ金

額を合理的に見積もること

ができる工事について、損

失見積額を計上しておりま

す。

 ⑤工事損失引当金

同左

 ⑤工事損失引当金

   受注工事に係る損失に備え

るため、当連結会計年度末

未引渡工事のうち損失の発

生が見込まれ、かつ金額を

合理的に見積もることがで

きる工事について、損失見

積額を計上しております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

   外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。

なお、在外子会社等の資

産、負 債、収 益 及 び 費 用

は、中間決算日の直物為替

相場により円貨に換算して

おります。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

同左

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

   外貨建金銭債権債務は、決

算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。

なお、在外子会社等の資

産、負 債、収 益 及 び 費 用

は、決算日の直物為替相場

により円貨に換算しており

ます。

(5) 重要なリース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法

   原則として繰延ヘッジ処理

によっております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法

同左



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

   なお、特例処理の要件を満

たす金利スワップについて

は、特例処理を採用してお

ります。

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段：金利スワップ

  ヘッジ対象：将来の金利上昇

により、支払利息が増大

する変動金利借入

 ③ヘッジ方針

   ヘッジ取引は金利変動リス

クを回避する目的で行うこ

とを基本方針としておりま

す。

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③ヘッジ方針

同左

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 ③ヘッジ方針

同左

 ④ヘッジの有効性評価の方法

   ヘッジ手段とヘッジ対象の

資産・負債又は予定取引に

関する重要な条件が同一で

あり、ヘッジ開始時及びそ

の後も継続して相場変動又

はキャッシュ・フロー変動

を完全に相殺するものと想

定することができるため、

有効性の判定を省略してお

ります。

 ④ヘッジの有効性評価の方法

同左

 ④ヘッジの有効性評価の方法

同左

 ⑤リスク管理体制

   提出会社は、内部規定であ

る「市場リスク管理規定」

に基づいてヘッジ取引を行

っております。

 ⑤リスク管理体制

同左

 ⑤リスク管理体制

同左

(7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

 ①消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によっ

ております。

(7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

①消費税等の会計処理

同左

(7) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

 ①消費税等の会計処理

同左

 ②法人税等の会計処理

   「法人税、住民税及び事業

税」及 び「法 人 税 等 調 整

額」については固定資産圧

縮積立金を利益処分により

取崩したものとみなして算

出しております。

 

―――――― ――――――

５ 中間連結キャッシュ・

フロー計算書(連結キャ

ッシュ・フロー計算書)

における資金の範囲

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっており

ます。

同左  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。



会計処理の変更 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針

第６号）を適用しております。 

 これにより税金等調整前中間純利

益が385,231千円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき当該各資産の金額から直接

控除しております。

 

――――――――

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

 これにより税金等調整前当期純利

益が383,442千円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき当該各資産の金額から直接控除

しております。

 

――――――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間から、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。こ

れまでの資本の部の合計に相当する

金額は21,575,666千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間末に

おける中間連結貸借対照表の純資産

の部については、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しておりま

す。

 

――――――――



  

 
  

表示方法の変更 

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

――――――――

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第７号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準適用指針10号）を適用してお

ります。 

 なお、これによる中間連結財務諸

表に与える影響は、軽微でありま

す。 

 また、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。

 

――――――――

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

中間連結貸借対照表関係

────────

前中間連結会計期間まで「連結調整

勘定」として表示していたものは、当

中間連結会計期間から、「負ののれ

ん」と表示しております。 

 前中間連結会計期間まで区分掲記し

ていた「支給材等購入による支払手

形」（当中間連結会計期間329,873千

円）は、負債及び純資産の合計の

1/100以下となったため、当中間連結

会計期間より「支払手形及び買掛金」

に含めて表示しております。 



  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

中間連結損益計算書関係

────────

前中間連結会計期間まで「連結調整

勘定償却額」として表示していたもの

は、当中間連結会計期間から、「負の

のれん償却額」と表示しております。 

 前中間連結会計期間まで区分掲記し

ていた「減価償却費」（当中間連結会

計期間9,139千円）は、営業外費用の

総額の10/100以下であるため、当中間

連結会計期間においては営業外費用の

「その他」に含めて表示しておりま

す。 

 前中間連結会計期間まで営業外費用

の「その他」に含めて表示しておりま

した「シンジケートローン手数料」

（前中間連結会計期間295千円）につ

いては、営業外費用の総額の10/100を

超えたため、当中間連結会計期間より

区分掲記しております。

中間連結キャッシュ・フロー

計算書関係

前中間連結会計期間において営業活

動によるキャッシュ・フローの「その

他」に含めて表示しておりました「未

収入金の増加額」、「売上債権流動化

預け金の減少額（△増加額）」、「未

払金の増加額」、「支給材等購入によ

る支払手形の増加額（△減少額）」

は、金額的重要性が増したため、当中

間連結会計期間から区分掲記しており

ます。 

 なお、前中間連結会計期間の「未収

入金の増加額」は△46,588千円、「売

上債権流動化預け金の減少額（△増加

額）」は3,198千円、「未払金の増加

額」は171,527千円、「支給材等購入

による支払手形の増加額（△減少

額）」は64,331千円であります。

────────

────────

前中間連結会計期間まで「支給材等

購入による支払手形の増加額（△減少

額）」として表示ししていたものは、

中間連結貸借対照表において「支給材

等購入による支払手形」を「支払手形

及び買掛金」に含めて表示することと

なったため、当中間連結会計期間より

「仕入債務の増加額（△減少額）」に

含めて表示しております。なお、当中

間連結会計期間の「支給材等購入によ

る支払手形の増加額（△減少額）」は

50,290千円であります。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却

   累計額

33,209,271千円

※１ 有形固定資産の減価償却

   累計額

33,727,780千円

※１ 有形固定資産の減価償却

   累計額

33,333,943千円

 

※２ 担保提供資産

 質権

投資有価証券 2,948,299千円
 

※２ 担保提供資産

 質権

投資有価証券 2,967,606千円
 

※２ 担保提供資産

 質権

投資有価証券 3,352,744千円

 根抵当権

建物 26,648千円

土地 2,413,642

計 2,440,290

 根抵当権

建物 24,218千円

土地 2,100,653

計 2,124,871

 根抵当権

建物 25,040千円

土地 2,100,653

計 2,125,693

 抵当権

建物 132,005千円

土地 1,510,335

計 1,642,341

 抵当権

建物 121,159千円

土地 1,510,335

計 1,631,494

 抵当権

建物 126,407千円

土地 1,510,335

計 1,636,742

 譲渡担保

  機械装置     354,574千円

 譲渡担保

    機械装置      303,572千円

 譲渡担保

  機械装置       324,292千円

 担保提供資産合計

7,385,506千円

 担保提供資産合計

7,027,545千円

 担保提供資産合計

7,439,472千円

 

 対応債務

短期借入金 1,209,743千円

一年内返済予定の長期借入金
1,197,156

流動負債その他 
(一年内償還予定の社債) 
(銀行保証付無担保社債)

52,000

社債 
(銀行保証付無担保社債)

752,000

長期借入金 2,813,865

計 6,024,764
 

 対応債務

短期借入金 100,000千円

一年内返済予定の長期借入金
1,096,797

流動負債その他
(一年内償還予定の社債) 
(銀行保証付無担保社債)

452,000

社債 
(銀行保証付無担保社債)

1,250,000

長期借入金 2,213,142

計 5,111,939

 対応債務

短期借入金 100,000千円

一年内返済予定の長期借入金
1,153,344

流動負債その他 
(一年内償還予定の社債) 
(銀行保証付無担保社債)

152,000
社債
(銀行保証付無担保社債)

1,626,000

長期借入金 2,754,519

計 5,785,863

 

 

 財団抵当

建物及び構築物 20,047千円

機械装置 
及び運搬具

59,374

土地 583,317

計 662,738

 対応債務

一年内返済予定の長期借入金

21,100千円

長期借入金 90,850

計 111,950

 

 

 財団抵当

建物及び構築物 19,353千円

機械装置 
及び運搬具

60,088

土地 583,317

計 662,758

 対応債務

一年内返済予定の長期借入金

20,280千円

長期借入金 60,430

計 80,710

 

 

 財団抵当

建物及び構築物 19,548千円

機械装置
及び運搬具

60,088

土地 583,317

計 662,954

 対応債務

一年内返済予定の長期借入金

20,280千円

長期借入金 90,850

計 111,130



前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

 ３ 保証債務

 金融機関等借入金に対する保証債

務

提出会社従業員 
持家ローン制度 
利用者

21,766千円

THAI NIPPON 
CONCRETE 
CO.,LTD.

341,396

鈴鹿リビング 
サービス㈱

3,000

計 366,162

 ３ 保証債務

 金融機関等借入金に対する保証債

務

提出会社従業員
持家ローン制度 
利用者

16,504千円

THAI NIPPON 
CONCRETE 
CO.,LTD.

416,270

鈴鹿リビング
サービス㈱

3,000

計 435,775

 ３ 保証債務

 金融機関等借入金に対する保証債

務

提出会社従業員 
持家ローン制度 
利用者

18,480千円

THAI NIPPON 
CONCRETE 
CO.,LTD.

385,833

鈴鹿リビング
サービス㈱

3,000

計 407,313

※４ 債権流動化による受取手形の

譲渡高(2,047,304千円)のうち

遡 求 義 務 と し て 287,895

千円支払が留保されておりま

す。

※４ 債権流動化による受取手形の

譲渡高(618,610千円)のうち遡

求義務として97,401千円支払が

留保されております。

※４ 債権流動化による受取手形の

譲渡高(714,196千円)のうち遡

求義務として128,626千円支払

が留保されております。

※５ 提出会社は、土地の再評価に

関する法律(平成10年３月31日

公布法律第34号)に基づき、事

業用の土地の再評価を行い、再

評価差額のうち税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」

として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価

差額金」として資本の部に計上

しております。

  再評価の方法

   土地の再評価に関する法律施

行令(平成10年３月31日公布政

令第119号)第２条第３号に定め

る固定資産税評価額及び第２条

第４号に定める路線価に基づい

て、合理的な調整を行って算出

しております。

  再評価を行った年月日

平成14年３月31日

 
――――――――

※５ 提出会社は、土地の再評価に

関する法律(平成10年３月31日

公布法律第34号)に基づき、事

業用の土地の再評価を行い、再

評価差額のうち税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」

として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価

差額金」として純資産の部に計

上しております。

  再評価の方法

   同左

再評価を行った年月日

   同左

 

  

※６ 中間連結会計期間末日満期手

形の処理 

 期末日満期手形は、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。従って、当中間連結会計期

間末日は金融機関の休日であっ

たため、期末日満期手形が以下

の科目に含まれております。

受取手形及び売掛金 306,798千円

支払手形及び買掛金 279,775    

流動負債その他 

(設備建設による 

支払手形)

3,100    

※５ 提出会社は、土地の再評価に

関する法律(平成10年３月31日

公布法律第34号)に基づき、事

業用の土地の再評価を行い、再

評価差額のうち税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」

として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価

差額金」として資本の部に計上

しております。

  再評価の方法

   同左

  再評価を行った年月日

   同左

  再評価を行った土地の期末にお

ける時価と再評価後の帳簿価額

との差額

△1,832,863千円

 
 

――――――――



  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

※７ シンジケートローン 

 提出会社は運転資金の効率的

な資金調達を行うため㈱みずほ

コーポレート銀行及び㈱東京三

菱銀行をエージェントとするシ

ンジケートローン契約を、また

㈱みずほコーポレート銀行、㈱

ＵＦＪ銀行及び㈱三井住友銀行

と当座借越契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当中

間連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

※７ シンジケートローン 

 提出会社は運転資金の効率的

な資金調達を行うため㈱みずほ

コーポレート銀行及び㈱三菱東

京ＵＦＪ銀行をエージェントと

するシンジケートローン契約

を、また㈱みずほコーポレート

銀行、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行及

び㈱三井住友銀行と当座借越契

約を締結しております。これら

契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

※７ シンジケートローン 

 提出会社は運転資金の効率的

な資金調達を行うため㈱みずほ

コーポレート銀行及び㈱三菱東

京ＵＦＪ銀行をエージェントと

するシンジケートローン契約

を、また㈱みずほコーポレート

銀行、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行及

び㈱三井住友銀行と当座借越契

約を締結しております。これら

契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおり

であります。

 

当座貸越限度額、

シンジケートロー

ンの総額

4,500,000千円

借入実行残高 3,299,743    

差引額 1,200,256    

８ 財務制限条項 

 平成17年3月29日（㈱みずほ

コーポレート銀行）及び平成17

年3月31日（㈱東京三菱銀行）

締結のシンジケートローン契約

に下記の条項が付されておりま

す。 

①本契約締結日以降の各年度の

決算期及び中間期の末日におけ

る連結の貸借対照表における資

本の部の金額を前年同期比75％

以上かつ105億円以上に維持す

ること。 

②本契約締結日以降の各年度の

決算期及び中間期の末日におけ

る単体の貸借対照表における資

本の部の金額を前年同期比75％

以上かつ105億円以上に維持す

ること。 

③各年度の決算期における連結

の損益計算書に示される営業損

益が、平成17年3月期以降の決

算期につき2期連続して損失と

ならないようにすること。 

④各年度の決算期における単体

の損益計算書に示される営業損

益が、平成17年3月期以降の決

算期につき2期連続して損失と

ならないようにすること。

 

当座貸越限度額、

シンジケートロー

ンの総額

3,000,000千円

借入実行残高 ─   

差引額 3,000,000  

８ 財務制限条項 

 平成17年3月29日（㈱みずほ

コーポレート銀行）及び平成17

年3月31日（㈱三菱東京ＵＦＪ

銀行）締結のシンジケートロー

ン契約に下記の条項が付されて

おります。  

①本契約締結日以降の各年度の

決算期及び中間期の末日におけ

る連結の貸借対照表における純

資産の部の金額を前年同期比

75％以上かつ105億円以上に維

持すること。  

②本契約締結日以降の各年度の

決算期及び中間期の末日におけ

る単体の貸借対照表における純

資産の部の金額を前年同期比

75％以上かつ105億円以上に維

持すること。  

③各年度の決算期における連結

の損益計算書に示される営業損

益が、平成17年3月期以降の決

算期につき2期連続して損失と

ならないようにすること。  

④各年度の決算期における単体

の損益計算書に示される営業損

益が、平成17年3月期以降の決

算期につき2期連続して損失と

ならないようにすること。

 

当座貸越限度額、

シンジケートロー

ンの総額

4,400,000千円

借入実行残高 2,900,000     

差引額 1,500,000     

８ 財務制限条項 

 平成17年3月29日（㈱みずほ

コーポレート銀行）及び平成17

年3月31日（㈱三菱東京ＵＦＪ

銀行）締結のシンジケートロー

ン契約に下記の条項が付されて

おります。  

①本契約締結日以降の各年度の

決算期及び中間期の末日におけ

る連結の貸借対照表における資

本の部の金額を前年同期比75％

以上かつ105億円以上に維持す

ること。  

②本契約締結日以降の各年度の

決算期及び中間期の末日におけ

る単体の貸借対照表における資

本の部の金額を前年同期比75％

以上かつ105億円以上に維持す

ること。  

③各年度の決算期における連結

の損益計算書に示される営業損

益が、平成17年3月期以降の決

算期につき2期連続して損失と

ならないようにすること。  

④各年度の決算期における単体

の損益計算書に示される営業損

益が、平成17年3月期以降の決

算期につき2期連続して損失と

ならないようにすること。



次へ 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

────────

   平成18年9月28日（㈱三菱東

京ＵＦＪ銀行）締結のシンジケ

ートローン契約に下記の条項が

付されております。  

①各年度の決算期及び中間期

（以下、当該決算期及び中間期

を「本・中 間 決 算 期」と い

う。）の末日における借入人の

単体の貸借対照表における純資

産の部の金額を、当該本・中間

決算期の直前の本・中間決算期

の末日または平成18年3月に終

了する決算期の末日における借

入人の単体の貸借対照表におけ

る純資産の部の金額（但し、平

成18年3月に終了する決算期の

末日における借入人の単体の貸

借対照表については、資本の部

の金額に「新株予約権」及び

「繰延ヘッジ損益」（もしあれ

ば）の合計金額を加えた金額）

のいずれか大きい方の75％の金

額以上にそれぞれ維持するこ

と。 

②各年度の各本・中間決算期の

末日における借入人の連結の貸

借対照表における純資産の部の

金額を、当該本・中間決算期の

直前の本・中間決算期の末日ま

たは平成18年3月に終了する決

算期の末日における借入人の連

結の貸借対照表における純資産

の部の金額（但し、平成18年3

月に終了する決算期の末日にお

ける借入人の連結の貸借対照表

については、資本の部の金額に

「新株予約権」、「少数株主持

分」及び「繰延ヘッジ損益」

（もしあれば）の合計金額を加

えた金額）のいずれか大きい方

の75％の金額以上にそれぞれ維

持すること。 

③各決算期にかかる借入人の単

体の損益計算書及び連結の損益

計算書上の営業損益に関して、

それぞれ2期連続して営業損失

を計上しないこと。

────────



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は次のとおり

であります。

給料・ 
賞与手当

484,706千円

賞与引当金 
繰入額

88,804

退職給付費用 38,370

賃借料 166,507

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は次のとおり

であります。

給料・ 
賞与手当

479,918千円

賞与引当金
繰入額

92,580

役員賞与引当金
繰入額

15,000

退職給付費用 20,984

賃借料 174,216

貸倒引当金繰入
額

30,808
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は次のとおり

であります。

給料・
賞与手当

1,067,079千円

賞与引当金
繰入額

94,361

退職給付費用 80,622

賃借料 333,796

貸倒引当金繰
入額

45,515

※２ 固定資産売却益の内容は、次

のとおりであります。

建物及び 
構築物

613千円

機械装置及び 
運搬具

8,039

土地 1,151

その他 888

計 10,693

 

※２ 固定資産売却益の内容は、次

のとおりであります。

機械装置及び
運搬具

1,144千円

その他 55

計 1,199

 

※２ 固定資産売却益の内容は、次

のとおりであります。

建物及び
構築物

613千円

機械装置及び 
運搬具

9,305

その他 2,039

計 11,959

 

※３ 固定資産売却損の内容は、次

のとおりであります。

建物及び 
構築物

467千円

機械装置及び 
運搬具

1,000

土地 406

計 1,873

 

※３ 固定資産売却損の内容は、次

のとおりであります。

建物及び
構築物

244千円

機械装置及び
運搬具

82

計 327

※３ 固定資産売却損の内容は、次

のとおりであります。

建物及び
構築物

1,892千円

機械装置及び 
運搬具

8,137

土地 697

その他 15

計 10,743

※４ 固定資産除却損の内容は、次

のとおりであります。

建物及び 
構築物

17,756千円

機械装置及び 
運搬具

21,822

撤去費用 1,141

その他 7,513

計 48,233

※４ 固定資産除却損の内容は、次

のとおりであります。

建物及び
構築物

3,770千円

機械装置及び
運搬具

2,041

撤去費用 9,870

その他 5,260

計 20,943

※４ 固定資産除却損の内容は、次

のとおりであります。

建物及び
構築物

71,686千円

機械装置及び 
運搬具

44,487

撤去費用 44,906

その他 14,453

計 175,533



次へ 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
  至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日)

※５ 減損損失 

当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計

上しております。

※５ 減損損失 

当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計

上しております。

※５ 減損損失 

当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計

上しております。

 

場所 用途 種類 減損損失

(千円）

三重県鈴鹿市 遊休資産 建物及び構 
築物

22,906

機械装置及 
び運搬具

94,147

有形固定資 
産その他

17,577

土地 152,645

無形固定資 
産

123

計 287,399

三重県四日市市 遊休資産 土地 94,846

群馬県勢多郡 
他5件

遊休資産 建物 221

土地 1,565

無形固定資 
産 1,198

計 2,985

 

場所 用途 種類 減損損失

(千円）

茨城県筑西市 遊休資産 建物及び構 
築物

40,384

機械装置及 
び装置

52,793 

有形固定資 
産その他

905

 

 

計 94,083 

 

 

 

場所 用途 種類 減損損失

(千円）

三重県鈴鹿市 遊休資産 建物及び構 
築物

22,779 

機械装置及 
び運搬具

92,485 

有形固定資 
産その他

17,577 

土地 152,645 

無形固定資 
産

123 

計 285,610 

三重県四日市市 遊休資産 土地 94,846 

群馬県勢多郡 
他5件

遊休資産 建物 221 

土地 1,565 

無形固定資 
産 1,198 

計 2,985 

(グルーピングの方法)   

 当社グループは、事業用資産につ

いては製品事業はポール、パイル、

土木製品にグルーピング、工事事業

は単独でグルーピングをしておりま

す。また、遊休資産については物件

ごとにグルーピングしております。

(グルーピングの方法) 

   同左 

    

 

            

 

(グルーピングの方法) 

   同左 

    

 

            

 

(減損損失の認識に至った経緯) 

 遊休資産については時価の著しい

下落のため、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損

失(385,231千円)として特別損失に

計上しました。なお、事業用資産に

ついては、減損の兆候は見られませ

んでした。

(減損損失の認識に至った経緯) 

 遊休資産については時価の下落の

ため、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失

(94,083千円)として特別損失に計上

しました。なお、事業用資産につい

ては、減損の兆候は見られませんで

した。

(減損損失の認識に至った経緯) 

 遊休資産については時価の著しい

下落のため、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損

失(383,442千円)として特別損失に

計上しました。なお、事業用資産に

ついては、減損の兆候は見られませ

んでした。

(回収可能価額の算定方法等) 

 回収可能価額は、正味売却価額を

適用しております。 

 正味売却価額は、土地については

不動産鑑定士による鑑定評価額、も

しくは固定資産税評価額に合理的な

調整をして測定しております。その

他の資産については他への転用や売

却が困難なため零円としておりま

す。

(回収可能価額の算定方法等) 

 回収可能価額は、正味売却価額を

適用しております。 

 正味売却価額は、建物及び構築物

と土地については不動産鑑定士によ

る鑑定評価額、もしくは固定資産税

評価額に合理的な調整をして測定し

ております。その他の資産について

は他への転用や売却が困難なため零

円としております。

(回収可能価額の算定方法等) 

 回収可能価額は、正味売却価額を

適用しております。 

 正味売却価額は、土地については

不動産鑑定士による鑑定評価額、も

しくは固定資産税評価額に合理的な

調整をして測定しております。その

他の資産については他への転用や売

却が困難なため零円としておりま

す。



前へ   次へ 

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  1,616株 

 北海道コンクリート持分比率変動による増加   12株 

  

３  新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 51,377 ─ ─ 51,377

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 102,357 1,628 ─ 103,985

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年6月29日 
定時株主総会

普通株式 153,872 3.00 平成18年3月31日 平成18年6月29日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び 
預金勘定

2,690,424千円

現金及び 
現金同等物

2,690,424

※１現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び 
預金勘定

2,562,824千円

現金及び 
現金同等物

2,562,824

※１現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

現金及び
預金勘定

2,674,589千円

現金及び
現金同等物

2,674,589



前へ   次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナ
ンス・リース取引
(借主側)
①リース物件の取得価額相当額、減
価償却累計額相当額及び中間期末
残高相当額

取得価額相当額

有形固定資産
機械装置及び
運搬具

126,206千円

その他(工具器具 
及び備品)

175,737

合計 301,943

リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナ
ンス・リース取引
(借主側)
①リース物件の取得価額相当額、減
価償却累計額相当額及び中間期末
残高相当額

取得価額相当額

有形固定資産
機械装置及び
運搬具

122,894千円

その他(工具器具
及び備品)

165,012

合計 287,906

リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナ
ンス・リース取引
(借主側)
①リース物件の取得価額相当額、減
価償却累計額相当額及び期末残高
相当額

取得価額相当額

有形固定資産
機械装置及び
運搬具

122,894千円

その他(工具器具 
及び備品)

164,560

合計 287,454

 減価償却累計額相当額
有形固定資産
機械装置及び
運搬具

91,781千円

その他(工具器具 
及び備品)

83,288

合計 175,069

 減価償却累計額相当額
有形固定資産
機械装置及び
運搬具

113,368千円

その他(工具器具
及び備品)

97,049

合計 210,418

減価償却累計額相当額
有形固定資産
機械装置及び
運搬具

101,057千円

その他(工具器具 
及び備品)

87,750

合計 188,807

 

 中間期末残高相当額
有形固定資産
機械装置及び
運搬具

34,424千円

その他(工具器具 
及び備品)

92,448

合計 126,873

(注)取得価額相当額は、未経過リー
ス料中間期末残高が有形固定資
産の中間期末残高等に占める割
合が低いため、支払利子込み法
により算定しております。

 

 中間期末残高相当額
有形固定資産
機械装置及び
運搬具

9,525千円

その他(工具器具
及び備品)

67,963

合計 77,488

(注)     同左

 

期末残高相当額
有形固定資産
機械装置及び
運搬具

21,836千円

その他(工具器具 
及び備品)

76,809

合計 98,646

(注)取得価額相当額は、未経過リー
ス料期末残高が有形固定資産の
期末残高等に占める割合が低い
ため、支払利子込み法により算
定しております。

 

②未経過リース料中間期末残高相当
額
１年以内 59,395千円
１年超 67,477
合計 126,873

(注)未経過リース料中間期末残高相
当額は、未経過リース料中間期
末残高が有形固定資産の中間期
末残高等に占める割合が低いた
め、支払利子込み法により算定
しております。

 

②未経過リース料中間期末残高相当
額
１年以内 35,862千円
１年超 41,626
合計 77,488

(注)     同左  

②未経過リース料期末残高相当額 
 
１年以内 47,008千円
１年超 51,637
合計 98,646

(注)未経過リース料期末残高相当額
は、未経過リース料期末残高が
有形固定資産の期末残高等に占
める割合が低いため、支払利子
込み法により算定しておりま
す。

③支払リース料及び減価償却費相当
額
支払リース料 30,159千円

減価償却費相当額 30,159

③支払リース料及び減価償却費相当
額
支払リース料 28,979千円

減価償却費相当額 28,979

③支払リース料及び減価償却費相当
額
支払リース料 60,553千円

減価償却費相当額 60,553

④減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残
存価額を零とする定額法によっ
ております。

④減価償却費相当額の算定方法
同左

④減価償却費相当額の算定方法
同左



(有価証券関係) 

  

(前中間連結会計期間末) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

  

(当中間連結会計期間末) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
（注） 当中間連結会計期間において、時価のないその他有価証券について1,825千円の減損処理を行っております。

なお、当該株式の減損処理にあたっては、実質価額が取得原価に比べて50％以上下落した場合には、「著しく

下落した」ものとし、回復可能性が十分な根拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理をしております。 

  

区分 前中間連結会計期間末(平成17年９月30日)

その他有価証券
取得原価
(千円)

中間連結貸借
対照表計上額(千円)

差額 
(千円)

株式 846,678 3,630,190 2,783,512

合計 846,678 3,630,190 2,783,512

区分
前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

その他有価証券
中間連結貸借対照表計上額

(千円)

非上場株式 454,922

合計 454,922

区分 当中間連結会計期間末(平成18年９月30日)

その他有価証券
取得原価
(千円)

中間連結貸借
対照表計上額(千円)

差額 
(千円)

株式 848,258 3,669,325 2,821,066

合計 848,258 3,669,325 2,821,066

区分
当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

その他有価証券
中間連結貸借対照表計上額

(千円)

非上場株式 468,622

合計 468,622



(前連結会計年度末) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

  

区分 前連結会計年度末(平成18年３月31日)

その他有価証券
取得原価
(千円)

連結貸借
対照表計上額(千円)

差額 
(千円)

株式 847,761 4,149,628 3,301,867

合計 847,761 4,149,628 3,301,867

区分
前連結会計年度末
(平成18年３月31日)

その他有価証券
連結貸借対照表計上額

(千円)

非上場株式 465,479

合計 465,479



前へ 

(デリバティブ取引関係) 

(前中間連結会計期間末) 

 該当事項は、ありません。 

 なお、ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いております。 

  

(当中間連結会計期間末) 

 該当事項は、ありません。 

 なお、ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いております。 

  

(前連結会計年度末) 

 該当事項は、ありません。 

 なお、ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いております。 

  

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な内容は、下記のとおりであります。 

製品事業……ポール、パイル、土木製品等のコンクリート製品の販売及び受託試験研究収入 

工事事業……杭打工事、土木製品の施工、地盤改良工事等の事業 

３ 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用（595,768千円）の主なものは、提出

会社本社の管理部門に係る費用であります。 

  

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な内容は、下記のとおりであります。 

製品事業……ポール、パイル、土木製品等のコンクリート製品の販売及び受託試験研究収入 

工事事業……杭打工事、土木製品の施工、地盤改良工事等の事業 

３ 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用（608,992千円）の主なものは、提出

会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (3) 重要な引

当金の計上基準 ③役員賞与引当金（会計方針の変更）」に記載の通り、当中間連結会計期間から「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は「消去又は

全社」が15,000千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

５ 「会計処理の変更」に記載の通り、当中間連結会計期間から「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員

会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針10号）を適用しております。この変更に伴うセグメント情報

に与える影響は、軽微であります。 

  

製品事業 
(千円)

工事事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 11,667,502 3,893,089 15,560,591 ― 15,560,591

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

142 35,154 35,297 (35,297) ―

計 11,667,645 3,928,243 15,595,889 (35,297) 15,560,591

営業費用 10,783,665 3,836,202 14,619,868 560,471 15,180,339

営業利益 883,979 92,041 976,020 (595,768) 380,252

製品事業 
(千円)

工事事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 12,813,265 3,678,943 16,492,209 ― 16,492,209

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

254 22,931 23,186 (23,186) ―

計 12,813,520 3,701,874 16,515,395 (23,186) 16,492,209

営業費用 11,891,979 3,564,655 15,456,634 585,805 16,042,440

営業利益 921,541 137,219 1,058,760 (608,992) 449,768



次へ 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な内容は、下記のとおりであります。 

製品事業……ポール、パイル、土木製品等のコンクリート製品の販売及び受託試験研究収入 

工事事業……杭打工事、土木製品の施工、地盤改良工事等の事業 

３ 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用（1,142,711千円）の主なものは、提

出会社本社の管理部門に係る費用であります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平

成18年４月１日 至 平成18年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３

月31日)において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当

事項はありません。 

  

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平

成18年４月１日 至 平成18年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３

月31日)において、海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しており

ます。 

  

  

  

製品事業 
(千円)

工事事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 24,717,578 8,227,616 32,945,195 ─ 32,945,195

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

1,582 62,665 64,248 (64,248) ─

計 24,719,161 8,290,282 33,009,443 (64,248) 32,945,195

営業費用 22,832,020 8,150,988 30,983,008 1,078,463 32,061,471

営業利益 1,887,140 139,293 2,026,434 (1,142,711) 883,723



次へ 

(１株当たり情報) 

   
（注）１ １株当たり中間（当期）純利益（△損失）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

 
２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 415.88円 420.80円 422.75円

１株当たり中間 
(当期)純利益(△損失)

△3.20円 7.39円 9.30円

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益

１株当たり中間純損失で
あり潜在株式がないため
記載しておりません。

潜在株式がないため記載
しておりません。

潜在株式がないため記載
しておりません。

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純利益 (△損失)
(千円)

△144,673 379,059 462,205

普通株主に帰属しない 
金額(千円) 
利益処分による役員賞与金

― ― 31,021

普通株式に係る 
中間(当期)純利益 (△損失)
(千円)

△144,673 379,059 431,184

普通株式の期中平均 
株式数(千株)

45,197 51,273 46,368

項目
前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末
(平成18年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) ― 22,106,494 ―

純資産の部の合計額から 
控除する金額(千円)

― 530,828 ―

(うち少数株主持分) ― (530,828) ―

普通株式に係る 
中間期末の純資産額(千円)

― 21,575,666 ―

１株当たり純資産額の算定に
用いられた中間期末の普通株
式の数(千株)

― 51,273 ―



(重要な後発事象) 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（新株予約権付社債の発行）
───────── ─────────

提出会社(以下当社という)は、平
成１７年１１月２８日開催の取締役
会において、第三者割当による第１
回無担保転換社債型新株予約権付社
債の発行を決議し、平成１７年１２
月１４日に発行いたしました。その
概要は次のとおりであります。

１．社債の名称

日本コンクリート工業株式会社第
１回無担保転換社債型新株予約権
付社債（転換社債型新株予約権付
社債間限定同順位特約付）（以下
「本新株予約権付社債」といい、
そのうち社債のみを「本社債」、
新株予約権のみを「本新株予約
権」という。）

２．社債の発行価額 

額面１００円につき金１００円

３．新株予約権の発行価額 
 無償とする。

４．新株予約権の発行価額の 
  算定理由（無償の理由）

本新株予約権は、転換社債型新株
予約権付社債に付されたものであ
り、本社債からの分離譲渡はでき
ず、かつ本新株予約権が行使され
ると代用払込により本社債は消滅
し、本社債と本新株予約権が相互
に密接に関連することを考慮し、
また、本新株予約権の価値と、本
社債の利率、発行価額等のその他
の発行条件により得られる経済的
な価値とを勘案して、その発行価
額を無償とした。



 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

５．払込期日及び発行日 ───────── ─────────

平成１７年１２月１４日（水）

６．募集に関する事項

（１）募集の方法 

第三者割当の方法により、全額を
野村證券株式会社に割り当てる。

（２）発行価格（募集価格）

額面１００円につき金１００円

（３）申込期間 

平成１７年１２月１４日（水）

（４）申込取扱場所 

野村信託銀行株式会社 本店

７．新株予約権に関する事項

（１）新株予約権の目的たる 
   株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の
種類は当社普通株式とし、その行
使請求（本項第(６)号に定義す
る。）により当社が当社普通株式
を新たに発行しまたはこれに代え
て当社の有する当社普通株式を移
転（以下当社普通株式の発行また
は移転を「交付」という。）する
数は、行使請求に係る本社債の発
行価額の総額を本項第(３)号②記
載の転換価額（ただし、本項第
(８)号または第(９)号によって修
正または調整された場合は修正後
または調整後の転換価額）で除し
て得られる最大整数とする。この
場合に１株未満の端数を生じたと
きはこれを切り捨て、現金による
調整は行わない。

（２）新株予約権の総数

各本社債に付された本新株予約権
の数は１個とし、合計４０個の本
新株予約権を発行する。

（３）行使時払込金額及び転換価額

①本新株予約権１個の行使に際し
て払込をなすべき額は、本社債
の発行価額と同額とする。

②転換価額は、当初３５４円とす
る。

（４）行使時の払込金額 
   （転換価額）の算定理由
本新株予約権付社債が転換社債型
新株予約権付社債であることか
ら、新株予約権１個の行使に際し
て払込をなすべき額は本社債の発
行価額と同額とし、当初の転換価
額は平成１７年１１月２８日の株
式会社東京証券取引所における当
社普通株式の普通取引の終値を
５．０４％上回る額とした。
（５）新株の発行価額中の 
   資本組入れ額
本新株予約権の行使により株式を
発行する場合の当社普通株式１株
の資本組入額は当該株式の発行価
額に０.５を乗じた金額とし、計
算の結果１円未満の端数を生ずる
場合は、その端数を切り上げるも
のとする。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（６）行使請求期間 ───────── ─────────

本新株予約権付社債の社債権者
は、平成１７年１２月１５日から
平成１９年１２月１３日までの
間、いつでも、本新株予約権の行
使を請求すること（以下「行使請
求」という。）ができる。

（７）行使の条件

当社が第８項第(６)号②もしくは
③により本社債を繰上償還する場
合または当社が本社債につき期限
の利益を喪失した場合には、それ
ぞれ償還日または期限の利益の喪
失日以後本新株予約権を行使する
ことはできない。当社が第８項第
(６)号④記載の本新株予約権付社
債の社債権者の請求により本社債
を繰上償還する場合には、本新株
予約権付社債券が第８項第(１２)
号記載の償還金支払場所（以下
「償還金支払場所」という。）に
提出された時以降、本新株予約権
を行使することはできない。ま
た、各本新株予約権の一部行使は
できないものとする。

（８）転換価額の修正

本新株予約権付社債の発行後、毎
月第３金曜日(ただし、初回は平
成１７年１２月２２日とする。)
（以下「決定日」という。）の翌
取引日以降、転換価額は、決定日
まで（当日を含む。）の３連続取
引日（ただし、終値のない日は除
き、決定日が取引日でない場合に
は、決定日の直前の取引日までの
３連続取引日とする。以下「時価
算定期間」という。）の株式会社
東京証券取引所における当社普通
株式の普通取引の毎日の終値（気
配表示を含む。）の平均値の９
０％に相当する金額（円位未満小
数第２位まで算出し、その小数第
２位を切り捨てる。以下「決定日
価額」という。）に修正される。
なお、時価算定期間内に、本項第
(９)号で定める転換価額の調整事
由が生じた場合には、修正後の転
換価額は、本新株予約権付社債の
社債要項に従い当社が適当と判断
する値に調整される。ただし、か
かる算出の結果、決定日価額が１
７７円（以下「下限転換価額」と
いう。ただし、本項第(９)号によ
る調整を受ける。）を下回る場合
には、修正後の転換価額は下限転
換価額とし、決定日価額が７０８
円（以下「上限転換価額」とい
う。ただし、本項第(９)号による
調整を受ける。）を上回る場合に
は、修正後の転換価額は上限転換
価額とする。



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（９）転換価額の調整
───────── ─────────

当社は、本新株予約権付社債の発
行後、当社が当社普通株式の時価
を下回る発行価額または処分価額
をもって当社普通株式を発行しま
たは処分する場合（ただし、当社
普通株式に転換される証券もしく
は転換できる証券または当社普通
株式の交付を請求できる新株予約
権（新株予約権付社債に付された
ものを含む。）の転換または行使
による場合を除く。）には、次に
定める算式をもって転換価額を調
整する。

新発行・
×
1株あたりの

既発行
＋

処分株式
数

発行・処分
価額

調 整 
後

＝

調 整 
前

×
株式数 時価

転換価
額

転換価
額

既発行株式数＋新発行・処分株式
数

また、当社は、当社普通株式の分
割もしくは併合または時価を下回
る価額をもって当社普通株式に転
換される証券もしくは転換できる
証券または当社普通株式の交付を
請求できる新株予約権もしくは新
株予約権付社債を発行する場合等
にも転換価額を適宜調整する。な
お、上記算式において、「既発行
株式数」は、発行済当社普通株式
数から、当社の有する当社普通株
式数を控除した数とし、株式分割
により当社普通株式を発行する場
合には、「新発行・処分株式数」
は、株主割当日における当社の有
する当社普通株式に割り当てられ
る当社普通株式数を含まないもの
とする。
なお、本号における「時価」と
は、調整後の転換価額を適用する
日（ただし、配当可能利益から資
本に組入れられることを条件にそ
の部分をもって株式分割により当
社普通株式を発行する旨取締役会
で決議する場合で、当該配当可能
利益の資本組入れの決議をする株
主総会の終結の日以前の日を株式
分割のための株主割当日とする場
合には株主割当日）に先立つ４５
取引日目に始まる３０取引日の株
式会社東京証券取引所における当
社普通株式の普通取引の毎日の終
値（気配表示を含む。）の平均値
（終値のない日数を除く。）をい
う。

（10）消却事由及び消却条件

消却事由は定めない。

（11）行使によって交付された 
   株式の配当起算日
行使請求により交付された当社普
通株式の配当金または商法第２９
３条ノ５に定められた金銭の分配
（中間配当金）については、行使
請求が４月１日から９月３０日ま
での間になされたときは４月１日
に、１０月１日から翌年３月３１
日までの間になされたときは１０
月１日に、それぞれ当社普通株式
の交付があったものとみなしてこ
れを支払う。



前へ   次へ 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（12）行使請求受付場所
───────── ─────────

名義書換代理人 中央三井信託銀
行株式会社 本店

（13）代用払込に関する事項

商法第３４１条ノ３第１項第７号
および第８号により、本新株予約
権を行使したときは、かかる行使
をした者から、当該本新株予約権
に係る本社債の全額の償還に代え
て当該本新株予約権の行使に際し
て払込をなすべき額の全額の払込
がなされたものとする旨の請求が
あったものとみなし、かつ当該請
求に基づく払込があったものとす
る。

８．社債に関する事項

（１）社債の総額

金２０億円

（２）各社債券の金額

金５，０００万円の１種

（３）社債の利率

本社債には利息を付さない。

（４）償還期限

平成１９年１２月１４日（金）

（５）償還価額

額面１００円につき金１００円

ただし、繰上償還の場合は本項第
(６)号②乃至④に定める価額によ
る。

（６）償還の方法

①本社債は、平成１９年１２月１
４日にその総額を償還する。
②当社は、当社が株式交換または
株式移転により他の会社の完全
子会社となることを当社の株主
総会で決議した場合、本新株予
約権付社債の社債権者に対し
て、償還日から３０日以上６０
日以内の事前通知を行った上
で、当該株式交換または株式移
転の効力発生日以前に、残存す
る本社債の全部（一部は不可）
を額面１００円につき次の金額
で繰上償還することができる。
平成１７年１２月１５日から平
成１８年１２月１４日までの期
間については金１０１円
平成１８年１２月１５日から平
成１９年１２月１３日までの期
間については金１００円
③当社は、本新株予約権付社債の
発行後、その選択により、本新
株予約権付社債の社債権者に対
して、毎月第２金曜日（ただ
し、第２金曜日が銀行休業日に
あたるときは、その前銀行営業
日とする。）まで（当日を含
む。）に事前通知を行った上
で、当該月の第４金曜日に、残
存する本社債の全部（一部は不
可）を額面１００円につき金１
０１円で、繰上償還することが
できる。



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

④本新株予約権付社債の社債権者
は、本新株予約権付社債の発行
後、その選択により、当社に対
して、毎月第１金曜日（ただ
し、第１金曜日が銀行休業日に
あたるときは、その前銀行営業
日とする。）まで（当日を含
む。）に、事前通知を行い、か
つ本新株予約権付社債券を償還
金支払場所に提出することによ
り、当該月の第３金曜日に、そ
の保有する本社債の全部または
一部を額面１００円につき金９
９円で繰上償還することを、当
社に対して請求する権利を有す
る。

───────── ─────────

⑤本号に定める償還すべき日が銀
行休業日にあたるときは、その
前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
⑥本社債の買入消却は、発行日の
翌日以降いつでもこれを行うこ
とができる。ただし、本新株予
約権のみを消却することはでき
ない。本社債を買入消却する場
合、当社は取得した本新株予約
権につき、その権利を放棄する
ものとする。

（７）社債券の様式

無記名式とする。

なお、本新株予約権付社債は商法
第３４１条ノ２第４項の定めによ
り本社債または本新株予約権のう
ち一方のみを譲渡することはでき
ない。

（８）担保の有無

本新株予約権付社債には物上担保
および保証は付されておらず、ま
た本新株予約権付社債のために特
に留保されている資産はない。

（９）財務上の特約

当社は、本新株予約権付社債の未
償還残高が存する限り、本新株予
約権付社債発行後、当社が国内で
今後発行する他の転換社債型新株
予約権付社債に担保権を設定する
場合には、本新株予約権付社債の
ためにも担保附社債信託法に基づ
き、同順位の担保権を設定する。
なお、転換社債型新株予約権付社
債とは、商法第３４１条ノ２に定
められた新株予約権付社債であっ
て、商法第３４１条ノ３第１項第
７号および第８号の規定に基づ
き、新株予約権を行使したとき
に、当該新株予約権付社債の社債
権者から社債の全額の償還に代え
て、新株予約権の行使に際して払
込をなすべき額の全額の払込がな
されたものとする旨の請求があっ
たものとみなし、かつ当該請求に
基づく払込があったものとする
旨、取締役会で決議されたものを
いう。

（10）取得格付

取得していない。



前へ 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（11）社債管理会社 ───────── ─────────

本新株予約権付社債は、商法第２
９７条ただし書の要件を充たすも
のであり、社債管理会社は設置し
ない。
（12）償還金支払事務取扱者 
   （償還金支払場所 ）

野村信託銀行株式会社 本店

９．上場申請の有無

無し

10．前記各項については、証券取引
法による届出の効力発生を条件
とする。

（新工場建設の決議）

提出会社は、平成１７年１１月２
８日開催の取締役会において、新工
場建設を決議いたしました。その概
要は次のとおりであります。

１．新工場建設の理由

今後も需要増が見込まれる大径高
支持力パイルの供給力を強化する
ため、茨城県古河市所在の工場用
地および建物を活用して、本製品
専用工場（以下「新工場」といい
ます）を建設するものです。

２．新工場の概要

名称     古河工場

所在地    茨城県古河市丘里

敷地面積   36,983.5 ㎡

工場面積   4,997.76 ㎡

     （既存建物を利用予定）     

生産品種

  ＰＨＣパイル ＰＲＣパイル   

  φ800 ㎜～φ1200 ㎜  

  節杭（節付のパイル）   

  φ800-1000 ㎜ ～φ1000-1200 ㎜   

生産能力   月産10,000 屯

投資額    21.5 億円(予定)

転換社債型新株予約
権付社債の発行によ
り調達

着工予定   平成18年１月

竣工予定   平成18年12月

稼動開始予定 平成19年１月

（係争事件の解決）

平成１３年２月に提出会社の川島
工場において発生したオートクレー
ブ缶事故の損害賠償を、提出会社が
当該設備の製作会社に対し請求した
裁判が、平成１７年１２月１２日付
けで和解に至りました。その和解合
意に基づき、平成１７年１２月末日
までに、提出会社に対し和解金が支
払われ、裁判費用等を差引いた残
額、約２億２千万円を特別利益に計
上する予定です。



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 2,342,163 1,977,191 2,287,257

２ 受取手形
※５
※７

4,200,506 6,289,145 5,030,764

３ 売掛金 4,766,426 5,940,903 5,912,878

４ たな卸資産 3,511,077 3,253,281 3,472,349

５ 繰延税金資産 98,968 117,265 124,702

６ 短期貸付金 2,863,562 4,317,316 3,368,088

７ その他 ※５ 1,504,294 1,221,611 1,456,639

８ 貸倒引当金 △31,444 △47,056 △35,438

  流動資産合計 19,255,556 44.5 23,069,658 48.7 21,617,241 47.0

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※１

 (1) 建物 ※２ 1,696,457 1,610,500 1,607,127

 (2) 機械及び装置 ※２ 2,295,371 2,280,892 2,424,612

 (3) 土地
※２ 
※６

10,098,501 10,097,939 10,097,874

 (4) その他 1,578,331 2,053,709 1,402,008

  有形固定資産合計 15,668,661 36.2 16,043,042 33.8 15,531,621 33.8

２ 無形固定資産 60,729 0.1 71,629 0.2 65,117 0.2

３ 投資その他の資産

 (1) 投資有価証券 ※２ 5,863,347 5,917,974 6,395,040

 (2) 長期貸付金 2,210,729 1,652,635 1,993,241

 (3) 破産・更生債権等 305,454 752,288 456,813

 (4) その他 724,547 701,979 734,629

 (5) 貸倒引当金 △803,663 △842,971 △839,461

  投資その他の 
  資産合計

8,300,416 19.2 8,181,905 17.3 8,740,262 19.0

  固定資産合計 24,029,807 55.5 24,296,577 51.3 24,337,002 53.0

  資産合計 43,285,363 100.0 47,366,235 100.0 45,954,244 100.0 



前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形
※７
※10

1,716,344 1,217,300 1,329,158

２ 買掛金 2,002,573 2,232,880 2,294,159

３ 短期借入金
※２ 
※８

3,189,743 2,080,000 2,080,000

４ 一年内返済予定の 
  長期借入金

※２ 
※８

1,917,156 2,001,797 1,848,344

５ ファクタリング 
  未払金

※10 4,888,925 7,429,388 6,157,674

６ 未払消費税等 ※４ 8,794 39,585 36,769

７ 未払法人税等 21,008 26,104 34,967

８ 賞与引当金 194,856 206,950 209,020

９ 役員賞与引当金 ─ 15,000 ─

10 支給材等購入による 
  支払手形

※10 762,147 ─ ─

11 工事損失引当金 10,494 8,400 4,000

12 その他
※２ 
※７ 
※10

2,011,138 2,552,458 1,962,756

  流動負債合計 16,723,182 38.7 17,809,863 37.6 15,956,849 34.7

Ⅱ 固定負債

１ 社債 ※２ 752,000 1,250,000 1,626,000

２ 長期借入金
※２ 
※８

5,718,865 5,503,142 5,324,519

３ 繰延税金負債 937,834 828,131 1,055,223

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債

※６ 3,239,847 3,239,766 3,239,766

５ 退職給付引当金 670,290 555,721 608,094

６ その他 76,100 311,854 77,610

  固定負債合計 11,394,938 26.3 11,688,617 24.7 11,931,214 26.0

  負債合計 28,118,120 65.0 29,498,481 62.3 27,888,064 60.7

(資本の部)

Ⅰ 資本金 2,658,569 6.1 ― ― 3,658,569 8.0

Ⅱ 資本剰余金

１ 資本準備金 458,463 ― 1,458,463

  資本剰余金合計 458,463 1.1 ― ― 1,458,463 3.2

Ⅲ 利益剰余金

１ 利益準備金 220,614 ― 220,614

２ 任意積立金 5,016,964 ― 5,016,964

３ 中間(当期)未処分
利益

628,596 ― 1,209,813

  利益剰余金合計 5,866,175 13.5 ― ― 6,447,393 14.0

Ⅳ 土地再評価差額金 ※６ 4,574,181 10.6 ― ― 4,574,063 9.9

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金

1,620,747 3.7 ― ― 1,940,968 4.2

Ⅵ 自己株式 △10,895 △0.0 ― ― △13,278 △0.0

  資本合計 15,167,243 35.0 ― ― 18,066,180 39.3

  負債・資本合計 43,285,363 100.0 ― ― 45,954,244 100.0 



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ─ 3,658,569 7.7 ― ─

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 1,458,463 ―

   資本剰余金合計 ― ─ 1,458,463 3.1 ― ─

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 220,614 ―

  (2) その他利益剰余金

    固定資産圧縮 
    積立金

─ 215,281

    別途積立金 ― 4,800,000 ―

    繰越利益剰余金 ― 1,307,511 ―

   利益剰余金合計 ― ─ 6,543,407 13.8 ― ─

 ４ 自己株式 ― ─ △13,794 △0.0 ― ─

   株主資本合計 ― ─ 11,646,646 24.6 ― ─

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― ─ 1,647,045 3.5 ― ─

 ２ 土地再評価差額金 ※６ ― ─ 4,574,063 9.6 ― ─

   評価・換算差額等 
   合計

― ─ 6,221,108 13.1 ― ─

   純資産合計 ― ─ 17,867,754 37.7 ― ─

   負債純資産合計 ― ─ 47,366,235 100.0 ― ─



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

  

  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 15,191,774 100.0 16,102,599 100.0 32,239,077 100.0 

Ⅱ 売上原価 13,566,912 89.3 14,413,350 89.5 28,708,867 89.0

売上総利益 1,624,862 10.7 1,689,249 10.5 3,530,210 11.0

Ⅲ 販売費及び一般 
  管理費

1,381,289 9.1 1,328,101 8.3 2,820,319 8.8

営業利益 243,572 1.6 361,147 2.2 709,890 2.2

Ⅳ 営業外収益 ※１ 185,153 1.2 205,448 1.3 320,023 1.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 233,500 1.5 194,042 1.2 454,543 1.4

経常利益 195,225 1.3 372,553 2.3 575,370 1.8

Ⅵ 特別利益 ※３ 282,079 1.9 3,812 0.0 506,961 1.6

Ⅶ 特別損失
※４ 
※６

434,031 2.9 116,228 0.7 567,566 1.8

税引前中間(当期) 
純利益

43,274 0.3 260,137 1.6 514,765 1.6

法人税、住民税 
及び事業税

8,008 18,995 16,242

法人税等調整額 △31,397 △23,389 △0.1 △37,744 △18,749 △0.1 △149,238 △132,996 △0.4

中間(当期)純利益 66,663 0.4 278,887 1.7 647,762 2.0

前期繰越利益 505,750 ― 505,750

土地再評価差額金 
取崩額

56,182 ― 56,301

中間(当期)未処分 
利益

628,596 ― 1,209,813



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
（注）18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

株主資本

資本金 資本剰余金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金

固定資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益  
剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 3,658,569 1,458,463 220,614 216,964 4,800,000 1,209,813 △13,278 11,551,148

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △153,872 △153,872

 固定資産圧縮積立金の 
 取崩し（注）

△1,147 1,147 ─

 固定資産圧縮積立金の 
 取崩し

△535 535 ─

 役員賞与（注） △29,000 △29,000

 中間純利益 278,887 278,887

 自己株式の取得 △516 △516

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

─

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

─ ─ ─ △1,683 ─ 97,698 △516 95,498

平成18年９月30日残高(千円) 3,658,569 1,458,463 220,614 215,281 4,800,000 1,307,511 △13,794 11,646,646

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,940,968 4,574,063 6,515,031 18,066,180

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △153,872

 固定資産圧縮積立金の 
 取崩し（注）

─

 固定資産圧縮積立金の 
 取崩し

─

 役員賞与（注） △29,000

 中間純利益 278,887

 自己株式の取得 △516

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△293,923 ─ △293,923 △293,923

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△293,923 ─ △293,923 △198,425

平成18年９月30日残高(千円) 1,647,045 4,574,063 6,221,108 17,867,754



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評

価方法

 (1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法

その他有価証券

 時価のあるもの

   中間決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定)

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

 時価のあるもの

   中間決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定)

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

 時価のあるもの

   決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部資

本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により

算定)

 時価のないもの

  移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (2) デリバティブ 時価法 同左 同左

 (3) たな卸資産

   製品・原材料・仕掛
品及び貯蔵品

移動平均法による原価法 同左 同左

   未成工事支出金

    未成受託研究支出金

個別法による原価法

個別法による原価法

同左

同左

同左

同左

２ 固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産

定率法

  但し、平成10年４月１日以降

取得した建物(附属設備を除

く)については、定額法。

  なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物      15年～50年

機械及び装置  ５年～12年

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

 定額法

ソフトウェア(自社利用分)

については、社内における利

用可能期間(５年)に基づいて

おります。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

   従業員の賞与の支給に充て

るため、支給見込額のう

ち、当中間会計期間負担額

を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

   従業員の賞与の支給に充て

るため、支給見込額基準に

より計上しております。



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

 ―――――――――

(3)役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支

給見込額のうち、当中間会

計期間負担額を計上してお

ります。

 

 ―――――――――

 （会計方針の変更） 

 当中間会計期間から「役

員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平

成17年11月29日 企業会計

基準第4号）を適用しており

ます。 

 この結果、従来の方法に

比べて、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益

が、15,000千円減少してお

ります。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発

生していると認められる額

を計上しております。

会計基準変更時差異は、

信託設定後の残額447,494千

円について、10年による均

等額の２分の１を費用処理

しております。

数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業

年度から損益処理しており

ます。

(4) 退職給付引当金

同左

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき当事

業年度末において発生して

いると認められる額を計上

しております。

会計基準変更時差異は、

信託設定後の残額447,494千

円について、10年による均

等額を費用処理しておりま

す。

数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)によ

る定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌事業年

度から損益処理しておりま

す。

(5)工事損失引当金 

 受注工事に係る損失に備

えるため、当中間期末未引

渡工事のうち損失の発生が

見込まれ、かつ金額を合理

的に見積もることができる

工事について、損失見積額

を計上しております。

(5)工事損失引当金 

 同左

(5)工事損失引当金 

 受注工事に係る損失に備

えるため、当期末未引渡工

事のうち損失の発生が見込

まれ、かつ金額を合理的に

見積もることができる工事

について、損失見積額を計

上しております。

４ 外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算の

基準

外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。

同左 外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

同左 同左

６ ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

  原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。

  なお、特例処理の要件を満た

す金利スワップについては、

特例処理を採用しておりま

す。

①ヘッジ会計の方法

同左

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段：金利スワップ

 ヘッジ対象：将来の金利上昇に

より、支払利息が増大する

変動金利借入

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

  ヘッジ取引は金利変動リスク

を回避する目的で行うことを

基本方針としております。

③ヘッジ方針

同左

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジの有効性評価の方法

  ヘッジ手段とヘッジ対象の資

産・負債又は予定取引に関す

る重要な条件が同一であり、

ヘッジ開始時及びその後も継

続して相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動を完全に相殺

するものと想定することがで

きるため、有効性の判定を省

略しております。

④ヘッジの有効性評価の方法

同左

④ヘッジの有効性評価の方法

同左

⑤リスク管理体制

  当社は、内部規定である「市

場リスク管理規定」に基づい

てヘッジ取引を行っておりま

す。

⑤リスク管理体制

同左

⑤リスク管理体制

同左

７ その他中間財務諸表(財

務諸表)作成のための基

本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によっ

ております。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(1) 消費税等の会計処理

同左

(2) 法人税等の会計処理

   「法人税、住民税及び事業

税」及 び「法 人 税 等 調 整

額」については、固定資産

圧縮積立金を利益処分によ

り取崩したものとみなして

おります。

――――――― ―――――――



会計処理の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日)）及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

 これにより税引前中間純利益が

385,231千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該各資産の金額から直接控

除しております。

     

――――――――

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年

８月９日)）及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号)を適

用しております。 

 これにより税引前当期純利益が

383,442千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き当該各資産の金額から直接控除し

ております。

     

――――――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。これ

までの資本の部の合計に相当する金

額は17,867,754千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間末における

中間貸借対照表の純資産の部につい

ては、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。

     

――――――――



表示方法の変更 

  

 
  

  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

中間貸借対照表関係 前中間会計期間において流動資産

「その他」に含めて表示しておりま

した「短期貸付金」（前中間会計期

間205,266千円）については、資産

総額の100分の5超となったため、当

中間会計期間より区分掲記しており

ます。

 

────────

 

────────

 前中間会計期間まで区分掲記して

いた「支給材等購入による支払手

形」（当中間会計期間末329,873千

円）は、負債及び純資産の合計額の

1/100となったため、当中間会計期

間より「支払手形」に含めて表示し

ております。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

項目
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価

償却累計額
28,687,431千円 29,078,490千円 28,775,109千円

※２ 担保提供資産

 質権

投資有価証券 2,948,299千円 2,967,606千円 3,352,744千円

根抵当権

建物

土地

小計

26,648千円

2,413,642

2,440,290

24,218千円

2,100,653

2,124,871

25,040千円

2,100,653

2,125,693

抵当権

建物

土地

小計

132,005千円

1,510,335

1,642,341

121,159千円

1,510,335

1,631,494

126,407千円

1,510,335

1,636,742

譲渡担保

機械及び装置

担保提供資産合計

354,574千円

7,385,506千円

303,572千円

7,027,545千円

324,292千円

7,439,472千円

 

対応債務

短期借入金

一年内返済予定の
長期借入金
流動負債その他
(一年内償還予定の社債)

(銀行保証付無担保社債)

社債
(銀行保証付無担保社債)

長期借入金

計
 

1,209,743千円

1,197,156
 
 

52,000
 

752,000
 
 

2,813,865

6,024,764
 

100,000千円

1,096,797
 

452,000

1,250,000
 

2,213,142

5,111,939
 

100,000千円

1,153,344
 
 

152,000

1,626,000
 
 

2,754,519

5,785,863

 ３ 保証債務

金融機関等借入金に対する
保証債務
当社従業員持家 
ローン利用者
THAI NIPPON CONCRETE
CO.,LTD.
鈴鹿リビング
サービス㈱

計

21,766千円

341,396
 
 

3,000
 
 

366,162

16,504千円

416,270
 

3,000
 

435,775

18,480千円

385,833
 
 

3,000
 
 

407,313

 

営業取引に対する保証債務

ＮＣマネジメント 
サービス㈱

 
21,183

千円
 

 
16,817

千円
 
 

19,000
千円
 

※４ 消費税等の取扱い  仮払消費税及び仮受消費税は相

殺のうえ、未払消費税等として表

示しております。

同左 ――――――



項目
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※５ 債権流動化による

受取手形譲渡高のう

ち支払が留保されて

金額

 債権流動化による受取手形の譲

渡高(2,047,304千円)のうち遡求

義務として287,895千円支払が留

保されております。

 債権流動化による受取手形の譲

渡高(618,610千円)のうち遡求義

務として97,401千円支払が留保さ

れております。

 債権流動化による受取手形の譲

渡高(714,196千円)のうち遡及義

務として128,626千円の支払いが

保留されております。

※６ 土地の再評価  土地の再評価に関する法律(平

成10年３月31日公布法律第34号)

に基づき、事業用の土地の再評価

を行い、再評価差額のうち税金相

当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価

差額金」として資本の部に計上し

ております。

再評価の方法

 土地の再評価に関する法律施

行令(平成10年３月31日公布政

令第119号)第２条第３号に定め

る固定資産税評価額及び第２条

第４号に定める路線価に基づい

て、合理的な調整を行って算出

しております。

再評価を行った年月日

平成14年３月31日

 土地の再評価に関する法律(平

成10年３月31日公布法律第34号)

に基づき、事業用の土地の再評価

を行い、再評価差額のうち税金相

当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価

差額金」として純資産の部に計上

しております。

再評価の方法

同左

再評価を行った年月日

同左

 土地の再評価に関する法律(平

成10年３月31日公布法律第34号)

に基づき、事業用の土地の再評価

を行い、再評価差額のうち税金相

当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価

差額金」として資本の部に計上し

ております。

再評価の方法

同左

再評価を行った年月日

同左

再評価を行った土地の期末におけ

る時価と再評価後の帳簿価額との

差額

 △1,832,683千円

※７ 中間会計期間末日 

 (期末日)満期手形の処理

――――――

期末日満期手形は、手形交換日

をもって決済処理しておりま

す。従って、当中間会計期間末

日は金融機関の休日であったた

め、期末日満期手形が以下の科

目に含まれております。

受取手形    298,387千円 

支払手形    110,709 

流動負債その他 

(設備建設による支払手形) 

         3,100

――――――



項目
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※８ シンジケートローン

 

 当社は運転資金の効率的な資金

調達を行うため㈱みずほコーポレ

ート銀行及び㈱東京三菱銀行をエ

ージェントとするシンジケートロ

ーン契約を、また㈱みずほコーポ

レート銀行、㈱ＵＦＪ銀行及び㈱

三井住友銀行と当座借越契約を締

結しております。これら契約に基

づく当中間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額、
シンジケートロー
ンの総額

4,500,000千円

借入実行残高 3,299,743

差引額 1,200,256  

 当社は運転資金の効率的な資金

調達を行うため㈱みずほコーポレ

ート銀行及び㈱三菱東京ＵＦＪ銀

行をエージェントとするシンジケ

ートローン契約を、また㈱みずほ

コーポレート銀行、㈱三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行及び㈱三井住友銀行と当

座借越契約を締結しております。

これら契約に基づく当中間会計期

間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

当座貸越極度額、
シンジケートロー
ンの総額

3,000,000千円

借入実行残高 ─

差引額 3,000,000  

 当社は運転資金の効率的な資金

調達を行うため㈱みずほコーポレ

ート銀行及び㈱三菱東京ＵＦＪ銀

行をエージェントとするシンジケ

ートローン契約を、また㈱みずほ

コーポレート銀行、㈱三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行及び㈱三井住友銀行と当

座借越契約を締結しております。

これら契約に基づく当事業年度末

の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

当座貸越極度額、
シンジケートロー
ンの総額

4,400,000千円

借入実行残高 2,900,000

差引額 1,500,000

 ９ 財務制限条項  平成17年３月29日（㈱みずほコ

ーポレート銀行）及び平成17年３

月31日（㈱東京三菱銀行）締結の

シンジケートローン契約に下記の

条項が付されております。 

①本契約締結日以降の各年度の決

算期及び中間期の末日における連

結の貸借対照表における資本の部

の金額を前年同期比75％以上かつ

105億円以上に維持すること。 

②本契約締結日以降の各年度の決

算期及び中間期の末日における単

体の貸借対照表における資本の部

の金額を前年同期比75％以上かつ

105億円以上に維持すること。 

③各年度の決算期における連結の

損益計算書に示される営業損益

が、平成17年３月期以降の決算期

につき２期連続して損失とならな

いようにすること。 

④各年度の決算期における単体の

損益計算書に示される営業損益

が、平成17年３月期以降の決算期

につき２期連続して損失とならな

いようにすること。

 平成17年３月29日（㈱みずほコ

ーポレート銀行）及び平成17年３

月31日（㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）

締結のシンジケートローン契約に

下記の条項が付されております。 

①本契約締結日以降の各年度の決

算期及び中間期の末日における連

結の貸借対照表における純資産の

部の金額を前年同期比75％以上か

つ105億円以上に維持すること。 

②本契約締結日以降の各年度の決

算期及び中間期の末日における単

体の貸借対照表における純資産の

部の金額を前年同期比75％以上か

つ105億円以上に維持すること。 

③各年度の決算期における連結の

損益計算書に示される営業損益

が、平成17年３月期以降の決算期

につき２期連続して損失とならな

いようにすること。 

④各年度の決算期における単体の

損益計算書に示される営業損益

が、平成17年３月期以降の決算期

につき２期連続して損失とならな

いようにすること。

 平成17年３月29日（㈱みずほコ

ーポレート銀行）及び平成17年３

月31日（㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）

締結のシンジケートローン契約に

下記の条項が付されております。 

①本契約締結日以降の各年度の決

算期及び中間期の末日における連

結の貸借対照表における資本の部

の金額を前年同期比75％以上かつ

105億円以上に維持すること。 

②本契約締結日以降の各年度の決

算期及び中間期の末日における単

体の貸借対照表における資本の部

の金額を前年同期比75％以上かつ

105億円以上に維持すること。 

③各年度の決算期における連結の

損益計算書に示される営業損益

が、平成17年３月期以降の決算期

につき２期連続して損失とならな

いようにすること。 

④各年度の決算期における単体の

損益計算書に示される営業損益

が、平成17年３月期以降の決算期

につき２期連続して損失とならな

いようにすること。

────────

 平成18年9月28日（㈱三菱東京

ＵＦＪ銀行）締結のシンジケート

ローン契約に下記の条項が付され

ております。 

────────



項目
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

 ①各年度の決算期及び中間期（以

下、当該決算期及び中間期を

「本・中間決算期」という。）の

末日における借入人の単体の貸借

対照表における純資産の部の金額

を、当該本・中間決算期の直前の

本・中間決算期の末日または平成

18年3月に終了する決算期の末日

における借入人の単体の貸借対照

表における純資産の部の金額（但

し、平成18年3月に終了する決算

期の末日における借入人の単体の

貸借対照表については、資本の部

の金額に「新株予約権」及び「繰

延ヘッジ損益」（もしあれば）の

合計金額を加えた金額）のいずれ

か大きい方の75％の金額以上にそ

れぞれ維持すること。 

②各年度の各本・中間決算期の末

日における借入人の連結の貸借対

照表における純資産の部の金額

を、当該本・中間決算期の直前の

本・中間決算期の末日または平成

18年3月に終了する決算期の末日

における借入人の連結の貸借対照

表における純資産の部の金額（但

し、平成18年3月に終了する決算

期の末日における借入人の連結の

貸借対照表については、資本の部

の金額に「新株予約権」、「少数

株主持分」及び「繰延ヘッジ損

益」（もしあれば）の合計金額を

加えた金額）のいずれか大きい方

の75％の金額以上にそれぞれ維持

すること。 

③各決算期にかかる借入人の単体

の損益計算書及び連結の損益計算

書上の営業損益に関して、それぞ

れ2期連続して営業損失を計上し

ないこと。

※１０ ファクタリング 

   未払金

 平成17年４月支払分より、仕入

先、支給材購入先及び設備購入先

に対する支払の一部を手形からフ

ァクタリングに移行し、その残高

については「ファクタリング未払

金」として流動負債の部に表示し

ております。 

この結果、従来の方法によった場

合と比較して、「支払手形」は

2,957,619千円、「支給材等購入

による支払手形」は1,702,358千

円、「流 動 負 債 そ の 他」は

228,947千円減少し、「ファクタ

リング未払金」は4,888,925千円

増加しております。

──────── ────────



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 営業外収益の 
   主要項目

受取利息 33,334千円 39,408千円 72,246千円

受取配当金 62,518 63,478 66,429

賃貸料収入 48,107 65,086 100,799

業務受託収入 13,349 15,151 27,405

※２ 営業外費用の 
   主要項目

支払利息 67,460千円 50,400千円 123,152千円

減価償却費 67,914 51,601 129,968

賃貸用中古資産 
一括償却費

30,036 ― 30,036

※３ 特別利益の 
   主要項目

貸倒引当金戻入益 ―千円 3,432千円 ―千円

建物売却益 613 ― 613

機械及び装置 
売却益

2,260 324 2,246

車輌運搬具売却益 127 ― 306

工具器具及び 
備品売却益

888 55 888

土地売却益 1,151 ― 1,151

投資有価証券売却
益

223,320 ― 223,320

建物賃貸借予約契
約解約金

53,718 ― 53,718

※４ 特別損失の 
   主要項目

建物売却損 467千円 244千円 1,892千円

機械及び装置 
売却損

― ― 7,601

車輌運搬具売却損 205 ― 535

工具器具及び 
備品売却損

― ― 15

土地売却損 406 ― 697

固定資産除却損 47,721 20,074 173,381

投資有価証券 
評価損

― 1,825 ―

減損損失 385,231 94,083 383,442

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 500,825千円 485,938千円 1,070,558千円

無形固定資産 4,588 7,180 10,504



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※６ 減損損失
 当社は以下の資産グルー
プについて減損損失を計上
しております。

当社は以下の資産グルー
プについて減損損失を計上
しております。

当社は以下の資産グルー
プについて減損損失を計上
しております。

場所 用途 種類 減損損失

(千円）

三重県 
鈴鹿市

遊休資産 建物 7,675 

機械及び 
装置

94,130 

土地 152,645 

有形固定 
資産その 
他

32,824 

無形固定
資産

123 

計 287,399 

三重県 
四日市市

遊休資産 土地 94,846 

群馬県 
勢多郡 
他5件

遊休資産 建物 221 

土地 1,565 

無形固定 
資産

1,198 

計 2,985 

 

場所 用途 種類 減損損失

(千円）

茨城県 
筑西市

遊休資産 建物 14,935 

機械及び 
装置

52,793 

有形固定 
資産その 
他

26,354 

計 94,083 

場所 用途 種類 減損損失

(千円）

三重県 
鈴鹿市

遊休資産 建物 7,548 

機械及び 
装置

92,468 

土地 152,645 

有形固定 
資産その 
他

32,824 

無形固定
資産

123 

計 285,610 

三重県 
四日市市

遊休資産 土地 94,846 

群馬県 
勢多郡 
他5件

遊休資産 建物 221 

土地 1,565 

無形固定 
資産

1,198 

計 2,985 

(グルーピングの方法)  
 当社は、事業用資産につ
いては製品事業はポール、
パイル、土木製品にグルー
ピング、工事事業は単独で
グルーピングをしておりま
す。また、遊休資産につい
ては物件ごとにグルーピン
グしております。

(グルーピングの方法)  
            
    同左  
 
 
 
 
 

(グルーピングの方法)   
 
    同左   
 
 
 
 
 

(減損損失の認識に至った
経緯) 
 遊休資産については時価
の著しい下落のため、帳簿
価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損
失(385,231千円)として特
別損失に計上しました。な
お、事業用資産について
は、減損の兆候は見られま
せんでした。

(減損損失の認識に至った
経緯) 
 遊休資産については時価
の下落のため、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、
当該減少額を減損損失
(94,083千円)として特別損
失に計上しました。なお、
事業用資産については、減
損の兆候は見られませんで
した。

(減損損失の認識に至った
経緯) 
 遊休資産については時価
の著しい下落のため、帳簿
価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損
失(383,442千円)として特
別損失に計上しました。な
お、事業用資産について
は、減損の兆候は見られま
せんでした。

(回収可能価額の算定方法
等) 
 回収可能価額は、正味売
却価額を適用しておりま
す。

(回収可能価額の算定方法
等) 
 回収可能価額は、正味売
却価額を適用しておりま
す。

(回収可能価額の算定方法
等) 
 回収可能価額は、正味売
却価額を適用しておりま
す。

正味売却価額は、土地につ
いては不動産鑑定士による
鑑定評価額、もしくは固定
資産税評価額に合理的な調
整をして測定しておりま
す。その他の資産について
は他への転用や売却が困難
なため零円としておりま
す。

正味売却価額は、建物と土
地については不動産鑑定士
による鑑定評価額、もしく
は固定資産税評価額に合理
的な調整をして測定してお
ります。その他の資産につ
いては他への転用や売却が
困難なため零円としており
ます。

正味売却価額は、土地につ
いては不動産鑑定士による
鑑定評価額、もしくは固定
資産税評価額に合理的な調
整をして測定しておりま
す。その他の資産について
は他への転用や売却が困難
なため零円としておりま
す。



次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    1,616株 

  

  

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 86,495 1,616 ― 88,111



次へ 

(リース取引関係) 

 
  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転す
 ると認められるもの以外のファイナ 
 ンス・リース取引 
 (借主側) 
 ①リース物件の取得価額相当額、減 
   価償却累計額相当額及び中間期末 
   残高相当額

取得価格相当額

有形固定資産その他

(車両運搬具) 10,326千円

(工具器具及び備品) 171,477

合計 181,803

 リース物件の所有権が借主に移転す
 ると認められるもの以外のファイナ
 ンス・リース取引 
 (借主側) 
 ①リース物件の取得価額相当額、減 
   価償却累計額相当額及び中間期末 
   残高相当額

取得価格相当額

有形固定資産その他

(車両運搬具) 7,014千円

(工具器具及び備品) 160,824

合計 167,838

リース物件の所有権が借主に移転す
 ると認められるもの以外のファイナ 
 ンス・リース取引 
 (借主側) 
 ①リース物件の取得価額相当額、減 
   価償却累計額相当額及び期末残高 
   相当額

取得価格相当額

有形固定資産その他

(車両運搬具) 7,014千円

(工具器具及び備品) 164,560

合計 171,574

 

 

減価償却累計額相当額

有形固定資産その他

(車輌運搬具) 6,976千円

(工具器具及び備品) 80,093

合計 87,069

中間期末残高相当額

有形固定資産その他

(車輌運搬具) 3,349千円

(工具器具及び備品) 91,383

合計 94,733

 

 

減価償却累計額相当額

有形固定資産その他

(車両運搬具) 5,343千円

(工具器具及び備品) 96,630

合計 101,974

中間期末残高相当額

有形固定資産その他

(車両運搬具) 1,670千円

(工具器具及び備品) 64,193

合計 65,864

 

 

減価償却累計額相当額

有形固定資産その他

(車両運搬具) 4,642千円

(工具器具及び備品) 87,750

合計 92,392

期末残高相当額

有形固定資産その他

(車両運搬具) 2,371千円

(工具器具及び備品) 76,809

合計 79,181

 (注)取得価額相当額は、未経過リー
     ス料中間期末残高が有形固定資 
     産の中間期末残高等に占める割 
     合が低いため、支払利子込み法 
     により算定しております。

 (注)    同左 (注)取得価額相当額は、未経過リー
     ス料期末残高が有形固定資産の 
     期末残高等に占める割合が低い 
     ため、支払利子込み法により算 
     定しております。

 

 ②未経過リース料中間期末残高相当
   額

１年以内 35,323千円

１年超 59,409

合計 94,733
(注)未経過リース料中間期末残高相
    当額は、未経過リース料中間期 
    末残高が有形固定資産の中間期 
    末残高等に占める割合が低いた 
    め、支払利子込み法により算定 
    しております。

 

 ②未経過リース料中間期末残高相当
   額

1年以内 31,461千円

1年超 34,402

合計 65,864
 (注)    同左  

 

②未経過リース料期末残高相当額

1年以内 32,723千円

1年超 46,457

合計 79,181
(注)未経過リース料期末残高相当額
     は、未経過リース料期末残高が 
     有形固定資産の期末残高等に占 
     める割合が低いため、支払利子 
     込み法により算定しておりす。

 

 ③支払リース料及び減価償却費相当
   額

支払リース料 18,123千円

減価償却費相当額 18,123
 

 ③支払リース料及び減価償却費相当
   額

支払リース料 16,950千円

減価償却費相当額 16,950

③支払リース料及び減価償却費相当
   額

支払リース料 36,481千円

減価償却費相当額 36,481

 ④減価償却費相当額の算定方法 
     リース期間を耐用年数とし、残 
     存価額を零とする定額法によっ 
     ております。

 ④減価償却費相当額の算定方法
               同左

④減価償却費相当額の算定方法 
               同左



(有価証券関係) 

当中間会計期間、前中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式

で時価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（新株予約権付社債の発行）

当社は、平成１７年１１月２８日
開催の取締役会において、第三者割
当による第１回無担保転換社債型新
株予約権付社債の発行を決議し、平
成１７年１２月１４日に発行いたし
ました。その概要は次のとおりであ
ります。

──────── ────────

１．社債の名称

日本コンクリート工業株式会社第
１回無担保転換社債型新株予約権
付社債（転換社債型新株予約権付
社債間限定同順位特約付）（以下
「本新株予約権付社債」といい、
そのうち社債のみを「本社債」、
新株予約権のみを「本新株予約
権」という。）

２．社債の発行価額 

額面１００円につき金１００円

３．新株予約権の発行価額 
 無償とする。

４．新株予約権の発行価額の 
  算定理由（無償の理由）

本新株予約権は、転換社債型新株
予約権付社債に付されたものであ
り、本社債からの分離譲渡はでき
ず、かつ本新株予約権が行使され
ると代用払込により本社債は消滅
し、本社債と本新株予約権が相互
に密接に関連することを考慮し、
また、本新株予約権の価値と、本
社債の利率、発行価額等のその他
の発行条件により得られる経済的
な価値とを勘案して、その発行価
額を無償とした。



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

５．払込期日及び発行日  

平成１７年１２月１４日（水） ──────── ────────

６．募集に関する事項

（１）募集の方法 

第三者割当の方法により、全額を
野村證券株式会社に割り当てる。

（２）発行価格（募集価格）

額面１００円につき金１００円

（３）申込期間 

平成１７年１２月１４日（水）

（４）申込取扱場所 

野村信託銀行株式会社 本店

７．新株予約権に関する事項

（１）新株予約権の目的たる 
   株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の
種類は当社普通株式とし、その行
使請求（本項第(６)号に定義す
る。）により当社が当社普通株式
を新たに発行しまたはこれに代え
て当社の有する当社普通株式を移
転（以下当社普通株式の発行また
は移転を「交付」という。）する
数は、行使請求に係る本社債の発
行価額の総額を本項第(３)号②記
載の転換価額（ただし、本項第
(８)号または第(９)号によって修
正または調整された場合は修正後
または調整後の転換価額）で除し
て得られる最大整数とする。この
場合に１株未満の端数を生じたと
きはこれを切り捨て、現金による
調整は行わない。

（２）新株予約権の総数

各本社債に付された本新株予約権
の数は１個とし、合計４０個の本
新株予約権を発行する。

（３）行使時払込金額及び転換価額

①本新株予約権１個の行使に際し
て払込をなすべき額は、本社債
の発行価額と同額とする。

②転換価額は、当初３５４円とす
る。

（４）行使時の払込金額 
   （転換価額）の算定理由
本新株予約権付社債が転換社債型
新株予約権付社債であることか
ら、新株予約権１個の行使に際し
て払込をなすべき額は本社債の発
行価額と同額とし、当初の転換価
額は平成１７年１１月２８日の株
式会社東京証券取引所における当
社普通株式の普通取引の終値を
５．０４％上回る額とした。
（５）新株の発行価額中の 
   資本組入れ額
本新株予約権の行使により株式を
発行する場合の当社普通株式１株
の資本組入額は当該株式の発行価
額に０.５を乗じた金額とし、計
算の結果１円未満の端数を生ずる
場合は、その端数を切り上げるも
のとする。



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（６）行使請求期間

本新株予約権付社債の社債権者
は、平成１７年１２月１５日から
平成１９年１２月１３日までの
間、いつでも、本新株予約権の行
使を請求すること（以下「行使請
求」という。）ができる。

──────── ────────

（７）行使の条件

当社が第８項第(６)号②もしくは
③により本社債を繰上償還する場
合または当社が本社債につき期限
の利益を喪失した場合には、それ
ぞれ償還日または期限の利益の喪
失日以後本新株予約権を行使する
ことはできない。当社が第８項第
(６)号④記載の本新株予約権付社
債の社債権者の請求により本社債
を繰上償還する場合には、本新株
予約権付社債券が第８項第(１２)
号記載の償還金支払場所（以下
「償還金支払場所」という。）に
提出された時以降、本新株予約権
を行使することはできない。ま
た、各本新株予約権の一部行使は
できないものとする。

（８）転換価額の修正

本新株予約権付社債の発行後、毎
月第３金曜日(ただし、初回は平
成１７年１２月２２日とする。)
（以下「決定日」という。）の翌
取引日以降、転換価額は、決定日
まで（当日を含む。）の３連続取
引日（ただし、終値のない日は除
き、決定日が取引日でない場合に
は、決定日の直前の取引日までの
３連続取引日とする。以下「時価
算定期間」という。）の株式会社
東京証券取引所における当社普通
株式の普通取引の毎日の終値（気
配表示を含む。）の平均値の９
０％に相当する金額（円位未満小
数第２位まで算出し、その小数第
２位を切り捨てる。以下「決定日
価額」という。）に修正される。
なお、時価算定期間内に、本項第
(９)号で定める転換価額の調整事
由が生じた場合には、修正後の転
換価額は、本新株予約権付社債の
社債要項に従い当社が適当と判断
する値に調整される。ただし、か
かる算出の結果、決定日価額が１
７７円（以下「下限転換価額」と
いう。ただし、本項第(９)号によ
る調整を受ける。）を下回る場合
には、修正後の転換価額は下限転
換価額とし、決定日価額が７０８
円（以下「上限転換価額」とい
う。ただし、本項第(９)号による
調整を受ける。）を上回る場合に
は、修正後の転換価額は上限転換
価額とする。



前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（９）転換価額の調整

当社は、本新株予約権付社債の発
行後、当社が当社普通株式の時価
を下回る発行価額または処分価額
をもって当社普通株式を発行しま
たは処分する場合（ただし、当社
普通株式に転換される証券もしく
は転換できる証券または当社普通
株式の交付を請求できる新株予約
権（新株予約権付社債に付された
ものを含む。）の転換または行使
による場合を除く。）には、次に
定める算式をもって転換価額を調
整する。

──────── ────────

新発行・
×
1株あたりの

既発行
＋

処分株式
数

発行・処分
価額

調 整 
後

＝

調 整 
前

×
株式数 時価

転換価
額

転換価
額

既発行株式数＋新発行・処分株式
数

また、当社は、当社普通株式の分
割もしくは併合または時価を下回
る価額をもって当社普通株式に転
換される証券もしくは転換できる
証券または当社普通株式の交付を
請求できる新株予約権もしくは新
株予約権付社債を発行する場合等
にも転換価額を適宜調整する。な
お、上記算式において、「既発行
株式数」は、発行済当社普通株式
数から、当社の有する当社普通株
式数を控除した数とし、株式分割
により当社普通株式を発行する場
合には、「新発行・処分株式数」
は、株主割当日における当社の有
する当社普通株式に割り当てられ
る当社普通株式数を含まないもの
とする。
なお、本号における「時価」と
は、調整後の転換価額を適用する
日（ただし、配当可能利益から資
本に組入れられることを条件にそ
の部分をもって株式分割により当
社普通株式を発行する旨取締役会
で決議する場合で、当該配当可能
利益の資本組入れの決議をする株
主総会の終結の日以前の日を株式
分割のための株主割当日とする場
合には株主割当日）に先立つ４５
取引日目に始まる３０取引日の株
式会社東京証券取引所における当
社普通株式の普通取引の毎日の終
値（気配表示を含む。）の平均値
（終値のない日数を除く。）をい
う。

（10）消却事由及び消却条件

消却事由は定めない。

（11）行使によって交付された 
   株式の配当起算日
行使請求により交付された当社普
通株式の配当金または商法第２９
３条ノ５に定められた金銭の分配
（中間配当金）については、行使
請求が４月１日から９月３０日ま
での間になされたときは４月１日
に、１０月１日から翌年３月３１
日までの間になされたときは１０
月１日に、それぞれ当社普通株式
の交付があったものとみなしてこ
れを支払う。



前へ   次へ 

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（12）行使請求受付場所

名義書換代理人 中央三井信託銀
行株式会社 本店

──────── ────────

（13）代用払込に関する事項

商法第３４１条ノ３第１項第７号
および第８号により、本新株予約
権を行使したときは、かかる行使
をした者から、当該本新株予約権
に係る本社債の全額の償還に代え
て当該本新株予約権の行使に際し
て払込をなすべき額の全額の払込
がなされたものとする旨の請求が
あったものとみなし、かつ当該請
求に基づく払込があったものとす
る。

８．社債に関する事項

（１）社債の総額

金２０億円

（２）各社債券の金額

金５，０００万円の１種

（３）社債の利率

本社債には利息を付さない。

（４）償還期限

平成１９年１２月１４日（金）

（５）償還価額

額面１００円につき金１００円

ただし、繰上償還の場合は本項第
(６)号②乃至④に定める価額によ
る。

（６）償還の方法

①本社債は、平成１９年１２月１
４日にその総額を償還する。
②当社は、当社が株式交換または
株式移転により他の会社の完全
子会社となることを当社の株主
総会で決議した場合、本新株予
約権付社債の社債権者に対し
て、償還日から３０日以上６０
日以内の事前通知を行った上
で、当該株式交換または株式移
転の効力発生日以前に、残存す
る本社債の全部（一部は不可）
を額面１００円につき次の金額
で繰上償還することができる。
平成１７年１２月１５日から平
成１８年１２月１４日までの期
間については金１０１円
平成１８年１２月１５日から平
成１９年１２月１３日までの期
間については金１００円
③当社は、本新株予約権付社債の
発行後、その選択により、本新
株予約権付社債の社債権者に対
して、毎月第２金曜日（ただ
し、第２金曜日が銀行休業日に
あたるときは、その前銀行営業
日とする。）まで（当日を含
む。）に事前通知を行った上
で、当該月の第４金曜日に、残
存する本社債の全部（一部は不
可）を額面１００円につき金１
０１円で、繰上償還することが
できる。



前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

④本新株予約権付社債の社債権者
は、本新株予約権付社債の発行
後、その選択により、当社に対
して、毎月第１金曜日（ただ
し、第１金曜日が銀行休業日に
あたるときは、その前銀行営業
日とする。）まで（当日を含
む。）に、事前通知を行い、か
つ本新株予約権付社債券を償還
金支払場所に提出することによ
り、当該月の第３金曜日に、そ
の保有する本社債の全部または
一部を額面１００円につき金９
９円で繰上償還することを、当
社に対して請求する権利を有す
る。

──────── ────────

⑤本号に定める償還すべき日が銀
行休業日にあたるときは、その
前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
⑥本社債の買入消却は、発行日の
翌日以降いつでもこれを行うこ
とができる。ただし、本新株予
約権のみを消却することはでき
ない。本社債を買入消却する場
合、当社は取得した本新株予約
権につき、その権利を放棄する
ものとする。

（７）社債券の様式

無記名式とする。

なお、本新株予約権付社債は商法
第３４１条ノ２第４項の定めによ
り本社債または本新株予約権のう
ち一方のみを譲渡することはでき
ない。

（８）担保の有無

本新株予約権付社債には物上担保
および保証は付されておらず、ま
た本新株予約権付社債のために特
に留保されている資産はない。

（９）財務上の特約

当社は、本新株予約権付社債の未
償還残高が存する限り、本新株予
約権付社債発行後、当社が国内で
今後発行する他の転換社債型新株
予約権付社債に担保権を設定する
場合には、本新株予約権付社債の
ためにも担保附社債信託法に基づ
き、同順位の担保権を設定する。
なお、転換社債型新株予約権付社
債とは、商法第３４１条ノ２に定
められた新株予約権付社債であっ
て、商法第３４１条ノ３第１項第
７号および第８号の規定に基づ
き、新株予約権を行使したとき
に、当該新株予約権付社債の社債
権者から社債の全額の償還に代え
て、新株予約権の行使に際して払
込をなすべき額の全額の払込がな
されたものとする旨の請求があっ
たものとみなし、かつ当該請求に
基づく払込があったものとする
旨、取締役会で決議されたものを
いう。

（10）取得格付

取得していない。



前へ 

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（11）社債管理会社
本新株予約権付社債は、商法第２
９７条ただし書の要件を充たすも
のであり、社債管理会社は設置し
ない。

──────── ────────

（12）償還金支払事務取扱者 
   （償還金支払場所 ）
野村信託銀行株式会社 本店
９．上場申請の有無
無し
10．前記各項については、証券取引
法による届出の効力発生を条件
とする。

（新工場建設の決議）

当社は、平成１７年１１月２８日
開催の取締役会において、新工場建
設を決議いたしました。その概要は
次のとおりであります。
１．新工場建設の理由
今後も需要増が見込まれる大径高
支持力パイルの供給力を強化する
ため、茨城県古河市所在の工場用
地および建物を活用して、本製品
専用工場（以下「新工場」といい
ます）を建設するものです。
２．新工場の概要
名称     古河工場
所在地    茨城県古河市丘里
敷地面積   36,983.5 ㎡
工場面積   4,997.76 ㎡
     （既存建物を利用予定）    
生産品種
 ＰＨＣパイル ＰＲＣパイル  
  φ800 ㎜～φ1200 ㎜   
  節杭（節付のパイル）  
  φ800-1000 ㎜ ～φ1000-1200 ㎜   
生産能力   月産10,000 屯
投資額    21.5 億円(予定)

転換社債型新株予約
権付社債の発行によ
り調達

着工予定   平成18年１月
竣工予定   平成18年12月
稼動開始予定 平成19年１月

（係争事件の解決）
平成１３年２月に当社の川島工場
において発生したオートクレーブ缶
事故の損害賠償を、当社が当該設備
の製作会社に対し請求した裁判が、
平成１７年１２月１２日付けで和解
に至りました。その和解合意に基づ
き、平成１７年１２月末日までに、
当社に対し和解金が支払われ、裁判
費用等を差引いた残額、約２億２千
万円を特別利益に計上する予定で
す。



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第75期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)平成18年６月30日関東財務局長に

提出。 

  

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 
  
  
 

日本コンクリート工業株式会社 

 
  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている日本コンクリート工業株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年

度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、す

なわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、日本コンクリート工業株式会社及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日ま

で）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．会計処理の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準が適用

されることとなったため、この会計基準を適用し中間連結財務諸表を作成している。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１７年１１月２８日開催の取締役会において、第

三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、平成１７年１２月１４日に発

行した。 

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１７年１１月２８日開催の取締役会において、新

工場建設を決議した。 

４．重要な後発事象に記載されているとおり、会社の川島工場において発生したオートクレーブ缶事故の損

害賠償に関する裁判が、平成１７年１２月１２日付けで和解に至った。この和解合意に基づき、平成１７

年１２月末日までに、会社に対し和解金が支払われ、裁判費用等を差引いた残額、約２億２千万円を特別

利益に計上する予定である。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
  

 

平成17年12月15日

 取  締  役  会  御中

監査法人トーマツ

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  大  中  康  行   印

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  中  井  新 太 郎   印

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  
  
 

日本コンクリート工業株式会社 

 
  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている日本コンクリート工業株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年

度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、す

なわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、日本コンクリート工業株式会社及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日ま

で）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
  

 

平成18年12月12日

 取  締  役  会  御中

監査法人トーマツ

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  後  藤  孝  男   印

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  中  井  新 太 郎   印

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  
  
 

日本コンクリート工業株式会社 

 
  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている日本コンクリート工業株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第７５期事

業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわ

ち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、日本コンクリート工業株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって

終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．会計処理の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計基準が適用され

ることとなったため、この会計基準を適用し中間財務諸表を作成している。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１７年１１月２８日開催の取締役会において、第

三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、平成１７年１２月１４日に発

行した。 

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１７年１１月２８日開催の取締役会において、新

工場建設を決議した。 

４．重要な後発事象に記載されているとおり、会社の川島工場において発生したオートクレーブ缶事故の損

害賠償に関する裁判が、平成１７年１２月１２日付けで和解に至った。この和解合意に基づき、平成１７

年１２月末日までに、会社に対し和解金が支払われ、裁判費用等を差引いた残額、約２億２千万円を特別

利益に計上する予定である。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
  

 

平成17年12月15日

 取  締  役  会  御中

監査法人トーマツ

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  大  中  康  行   印

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  中  井  新 太 郎   印

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  
  
 

日本コンクリート工業株式会社 

 
  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている日本コンクリート工業株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第７６期事

業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわ

ち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、日本コンクリート工業株式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって

終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
  

 

平成18年12月12日

 取  締  役  会  御中

監査法人トーマツ

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  後  藤  孝  男   印

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  中  井  新 太 郎   印

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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